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     午前１０時００分  開 会 

○議長（櫻井正人君） 皆様おはようございます。 

  ただいまから平成28年９月利府町議会定例会を再開します。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は18名です。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（櫻井正人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第110条の規定により、９番高久時男君、10番鈴木忠美君を指名

します。 

  なお、本日の日程については、お配りしてあります議事日程の順に進めてまいります。暑い

方は上着を脱ぐことを許可します。 

                                            

     日程第２ 一般質問 

○議長（櫻井正人君） 日程第２、一般質問を続行します。 

  通告順に発言を許します。 

  ３番後藤 哲君の一般質問の発言を許します。後藤 哲君。 

     〔３番 後藤 哲君 登壇〕 

○３番（後藤 哲君） おはようございます。３番 公明党、後藤 哲でございます。 

  初めに、気象庁によると1951年の統計開始以来、初めて台風が太平洋側から東北へ直接上陸

した台風10号豪雨で犠牲になられた方々と被災された皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し

上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

  さて、今定例会には３点について通告しております。通告順に御質問いたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  初めに、大きい１点目。情報格差の解消について伺います。 

  視覚障害者の情報格差を解消しようと愛媛県新居浜市では、今年度から視覚障害者の障害者

用のワンセグラジオを日常生活用具給付事業の指定品目に追加し、購入費の９割を補助してお

ります。視覚障害者用に販売されているワンセグラジオは、操作ボタンが大きく点字表記や操

作方法を音声で読み上げるガイドつきなど使いやすい工夫がされていることや、また電源を切
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った状態でも緊急地震速報が自動的に流れる機器も販売されております。災害時に正確な情報

を聞き迅速に行動できることから、次の点について町長の考えをお伺いいたします。 

  （１）視覚障害者の情報格差を解消するために、町でワンセグラジオ購入費用の助成をして

はどうかお伺いいたします。 

  次に、大きい２点目。障害者ヘルプカード導入について伺います。 

  宮城県岩沼市や北九州市では、障害児、障害者や高齢者などが災害や緊急時、日常生活で困

ったときに支援を求めるためヘルプカードの配付を開始いたしました。ヘルプカードは利用者

の氏名や緊急連絡先、配慮事項、かかりつけ病院などを記入し、周囲の手助けが必要な際に提

示する仕組みのようでございます。また、障害の特性などについて支援する側の理解促進にも

つながることから、次の点について町長の考えをお伺いいたします。 

  （１）障害者や高齢者などへの周囲の支援を促す観点から、ヘルプカードを導入してはどう

かお伺いいたします。 

  次に、大きい３点目。図書館への書籍消毒器の導入についてお伺いいたします。 

  書籍消毒器は扉を開けた内部に本を立てた状態でセットしてスイッチを入れると、ページを

めくるように風が当てられてほこりや髪の毛を取り除くとともに、ダニや目に見えない細菌を

紫外線で殺菌消毒する仕組みで、同時に４冊までセットすることが可能で約30秒で１回の消毒

が完了いたします。本を衛生的に利用できることから安心し読書活動を進め、本の好きな子供

たちを育てるためにも次の点について町長の考えをお伺いいたします。 

  （１）町の図書館及び町内全ての小中学校の図書室に書籍消毒器を設置してはどうかお伺い

いたします。 

  以上、３点でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について、当局、答弁願います。 

  １、情報格差の解消について及び２、障害者ヘルプカード導入については町長、３、図書館

への書籍消毒器の導入については教育長、初めに町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ３番 後藤 哲議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目のこの情報格差の解消についてのお尋ねでありますが、ワンセグラジオ購入費用の

助成についてであります。現在、町ではこの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律等に基づきまして、障害者の日常生活を支援するために自立生活支援用具等の日

常生活用具給付事業を実施しているところであります。視覚障害者を対象とした支援につきま
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しては、情報、意思疎通支援用具として盲人用時計あるいは視覚障害者用ポータブルレコーダ

ー、点字タイプライター等の購入について助成の対象となっているところであります。ただい

ま、後藤議員御質問の視覚障害者用のワンセグラジオについては現在のところは支援の対象に

はなっていないのが現状でございます。しかしながら、このラジオは日常生活のみならず災害

時の活用を想定されることから、防災対応の視点も含め今後実現に向けた取り組みを検討して

いきたいと考えております。 

  次に、第２点目の障害者ヘルプカード導入についてでございますが、障害者や高齢者の方が

病気等の緊急時だけでなく、災害発生時や日常生活において手助けが必要な人と手助けをする

人を結ぶ手段の確保は相互理解の促進につながる重要な要素の１つであると思われます。この

ことから、町では平成25年度からひとり暮らしの高齢者等の安心・安全を確保するために、か

かりつけ医あるいは持病等の医療情報や緊急連絡先などの情報を専用の容器に入れ、万一の緊

急時に備える緊急医療情報キット配付事業を実施しておるところであります。また、障害者支

援につきましては、これまでも療育手帳の交付時などの機会を利用して、緊急時に備え緊急連

絡先や持病等の医療情報を記載したものを常時携帯するよう指導も行っているところでありま

す。今、後藤議員ご質問のヘルプカードの導入につきましては、現在実施している緊急医療情

報キット配付事業等をあわせまして緊急時の情報伝達手段の方策において他自治体の事例も参

考に検討していきたいと思いますので、御理解をお願いを申し上げたいと思います。 

  私からは以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 次に、教育長。 

○教育長（本明陽一君） ３番 後藤 哲議員の第３点目の図書館への書籍消毒器の導入につい

てお答えいたします。 

  御提案の書籍消毒器につきましては、除菌、消臭する機能によって図書の衛生管理やよりよ

い読書環境の整備に効果的であるということは認識しております。しかしながら、書籍消毒器

が開発されて間もないこともあり、また１台当たりの価格が約100万円と高額であることから、

現時点での図書館及び全ての学校図書室への設置につきましては難しいものと考えておりま

す。今後は、図書館サービスに対する利用者のニーズや近隣の公共図書館等の導入状況に注視

してまいりたいと考えております。御理解をよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。後藤 哲君。 
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○３番（後藤 哲君） 初めに、１点目の情報格差の解消について再質問いたします。 

  一般テレビ放送の地上デジタル化に伴い、旧来のアナログラジオではこれまでのようにテレ

ビ音声を受信することができなくなりました。特に、災害時などに視覚障害者は音声情報から

取り残されてしまう情報格差が生じてしまう現状と思います。メーカーよりワンセグラジオ等

の製品が開発され販売されておりますが、その中でも音声ガイダンス機能や点字表記など視覚

障害者が容易に使用できるよう配慮されたラジオ製品などがあり、購入費用の助成などは考え

られないでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 後藤議員の再質問にお答えいたします。 

  先ほど、町長の答弁にもございましたけれども、日常生活用具の給付の品目に現在のところ

ワンセグラジオの助成は対象となっていないところでございます。しかしながら、ただいまの

御質問にもございましたようにこれまでアナログ放送のときに聞けていたものがデジタル化に

よって聞けなくなったというものに関しては、やはり緊急時の対応であったり日常生活におい

ても支障があるものというふうに考えられます。そのことからも日常生活用具の給付、そうい

ったものの可能性について国との基準等を踏まえながら検討していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 障害者自立支援法が一部改正され、障害者総合支援法が施行されました

が、障害者自立支援法が施行されたときに日常生活用具の給付等も大きく変更されました。こ

れまでの補装具給付制度と日常生活用具給付事業は、個別給付である補装具費と地域生活支援

事業による日常生活用具給付に再編されていると思いますが、日常生活用具参考例の中に聴覚

障害者用情報受信装置などがありますが、本町として日常生活用具給付事業の指定品目に視覚

障害者用のワンセグラジオを追加などできないものでしょうかお伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  日常生活用具の給付の品目にワンセグラジオの追加ということでございますが、そちらにつ

きましては先ほども答弁させていただきましたとおり、国との基準を踏まえて用具の給付基準

を定めているところでございますので、そういったところを再度確認をしながら給付の可能性、

また追加の可能性ついて検討をしてまいりたいというふうに考えております。 
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○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 国の情報って今お伺いしました。地域生活支援事業には市町村事業と都

道府県事業があり、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう

地域の特性や本人の状況に応じ柔軟な形態により事業を計画的に実施し、この事業は障害のあ

る方の福祉の増進を図るとともに全ての国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすこと

のできる地域社会の実現に寄与することを目指しますとあります。市町村地域生活支援事業の

項目には、相談支援、日常生活用具給付または貸与、移動支援事業、地域活動支援その他の事

業があり、給付決定は障害者または障害児の保護者からの申請に基づき市町村が行い、利用者

負担も市町村が決定すると思います。詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごと

に異なると思いますが、変わる福祉機器の給付制度では障害者総合支援法の施行では実施主体

の各市町村に異なる対応に合わせながらの業務になっていると思われます。サービスの実態主

体が各市区町村になっていることで対象になる品目や商品、補助基準額、自己負担の算出方法、

用具代金の請求方法など、さまざまな部分に地域に差が見られると思いますが、少しでも健常

者と視覚障害者の格差解消のためにも視覚障害者用のワンセグラジオを日常生活用具給付事業

の指定品目に追加できないものか再度お伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答え申し上げます。 

  日常生活用具の給付事業につきましては、障害者の総合支援法の定める事業として町の必須

事業ということで実施をさせていただいているところでございます。確かに御指摘のとおり、

品目あるいは金額等については市町村が実施主体でございますので、市町村の実施要綱に定め

たものに基づいて給付等はさせていただいているところではございますが、その品目あるいは

金額につきましては厚生労働省で定められている法令等に基づきまして現在は各市町村で定め

ているものでございます。ワンセグラジオの追加につきましては、県内の自治体を確認しまし

たところ幾つかの自治体で給付として品目に追加されている自治体等もございました。先ほど

来申し上げておりますとおり、国の基準そういったものを再度確認をさせていただきながら給

付の可能性について検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 次に、大きい２点目。障害者ヘルプカード導入について実例を取り上げ

質問させていただきます。 
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  緊急連絡先や必要な支援内容などが記載されたヘルプカードは、障害のある方などが災害時

や日常生活の中で困ったときに周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのものでござい

ます。現在、市町村においてヘルプカードのほかＳＯＳカードや防災手帳など、地域の実情に

応じたさまざまなカードや手帳などが作成されております。東京都では、障害のある方がヘル

プカードを所持し、都内で統一的に活用できるよう標準様式を策定したようでございます。ま

た、ヘルプカードの取り組みをさらに多くの区市町村に広げていくため、作成ポイントや支援

者に必要な配慮をまとめた区市町村向けガイドラインを作成しております。ヘルプカードは特

に聴覚障害者や内部障害者、知的障害者など一見障害者とはわからない方が周囲に支援を求め

る際に有効と伺いました。そこで、障害者や高齢者などへの周囲の支援を促す観点からヘルプ

カードを導入してはどうかお伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  確かに、ヘルプカードにつきましては東京都が最初に導入をしたということで、全国的にも

市町村自治体間で導入をしている事例があるというのは承知しておりました。現在、町のほう

では高齢者のまず安全・安心を確保するということで、ひとり、２人暮らしの高齢者、あるい

は要援護者そして登録をしている方々などを対象にしまして緊急時の対応、手助けができるよ

うなものを配付をしているところでございます。現在、約500名ぐらいの方に医療キットのほう

の配付をさせていただきまして高齢者の安心、そういったものを支援させていただいていると

ころでございます。ヘルプカードにつきましては、常時携帯をしてその手助けをしていただく

対象になるというのが１つ目印になるものだというふうに理解しております。そういったもの

を普及するためには、やはり支援が必要な人だけではなく支援する側の理解というのがやはり

重要になってくるということで、私も東京都のいろんな例を確認しましたところ、やはり支援

する側の理解促進が大切だということで、そちらのほうに今は力を入れているというようなこ

とをお伺いしておりました。町としても当然、今現在やっているその医療配付キット、そうい

ったものを広く啓発しながら今は在宅の方に自宅に置いて目立つようにしていただいて、御自

宅で何かあった場合対応できるというシステムを導入しておりますので、御指摘のヘルプカー

ドにつきましては常時携帯をして日常生活上あるいは緊急時に御支援をいただくという、１つ

の目印になるかというふうに考えておりますので、そういったものにつきましても現在導入し

ているものとあわせて有効な方法、そういったものについて検討を加えていきたいというふう
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に考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 若干、ヘルプカードの内容をちょっと御紹介させていただいて、医療キ

ットも私提案させていただいてやっていただいたので、その辺あわせて今500名の方というこ

とでしたので、ちょっとＰＲもあってお話させていただければなと思います。 

  ヘルプカードには次のようなことが期待できます。１点目に、本人にとっての安心。何かあ

ったときに味方になって理解してもらえる、手助けしてもらえる、それは障害のある人自身に

とっては何よりの安心ではないでしょうか。２点目に、家族支援者にとっての安心。何かあっ

たらどうしよう、緊急連絡先を本人が携帯していることは家族や支援者の不安を和らげます。

３点目に、情報とコミュニケーションを支援。緊急時に必要となる情報をあらかじめ備え持つ

ことができます。さらに、緊急時に支援してくれる人とのコミュニケーションのきっかけにな

ります。４点目に、障害に対する理解の促進。ヘルプカードは幅広く知れ渡ることで初めて機

能します。そのためには、積極的なＰＲが必要となりますが、それによってヘルプカードを必

要としている人の存在や障害への理解につながっていくと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答え申し上げます。 

  ヘルプカードの有効性につきましては、ただいま御質問のとおりかというふうに私も認識し

ております。やはり、そういった方々を支援する側、そういった方々の理解の促進が私も一番

大切だというふうに考えております。そのためにも、障害者の理解促進に向けた周知啓発であ

ったり、あるいはやはり地域で助け合うというのが一番求められることかというふうに考えて

いるところでございます。そういった意味で、保健福祉課のほうではやはり地域福祉の重要性

というものを、これから地域の方々に広く周知をしてまいりたいというふうに考えております

ので、そういった取り組みの中でヘルプカードそういったものについても有効性であったりと

いうものを検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 地域で助け合う、全く私もそのとおりと同感しております。それらの障

害のある人が持ち歩くことにより、災害時や緊急時など周囲の人に手助けを求めたいときなど

にヘルプカードを使い手助けを求めることができます。ヘルプカードの作成は、つながりのあ

る地域づくりの活動で想定している支援は誰でも行えるものだと思います。生活の中で障害特
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性と初歩的な対応を広く理解してもらうことを通じて、つながりのある地域づくりを目指すも

のと言えます。そのため、カードの作成にとどまらず、それを積極的に活用していくこと、活

用される場面に求められる対応を広く普及していくことが大切になると思いますが、その点に

ついてはどうでしょうか。何度も済みません。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  広く地域の方々に支えていただきながら日常生活を営むことができるのは、誰でも広い意味

で求めていることだというふうに私も理解しております。そういった意味でも、障害者だけで

はなくてヘルプカードは妊婦さんであったりとか、例えば日常生活で健常にあった方もけがを

してもやはり何らかの支援を必要とする方がいらっしゃると思います。そういった場合でも、

やはりヘルプカードというのは同じように活用できるものだというふうに考えておりますの

で、日常生活でより広く町民の皆さん、地域の皆さんに支援して生活が営めるような、そんな

仕組みづくりを町としても声がけをしていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） ヘルプカードについては、最後に東村山市の状況をちょっと紹介してお

伺いして終わりにしたいと思います。 

  東村山市では、社会福祉協議会が事務局になって障害者、地域の人、福祉関係機関、市役所

などによる東村山安心ネットワークを月に１回開催しております。ネットワークの中で、シン

ポジウムを開催したり災害が起きたときに困ることについてアンケート調査を実施し、その中

で周囲に困っていることを伝えられない人とどう支援したらよいかわからない人をつなぐため

のツールの必要性が見えてきたため、ヘルプカードを作成したようでございます。また、カー

ドと一緒に渡す使用方法や記入方法、取り扱い方法などを説明するためのリーフレットや、一

連の検討方法を記載した報告書を作成し、ヘルプカードの実効性を高めるためにカード利用者

へのアンケート調査を行い、モニタリングもしたようでございます。このことからも、ヘルプ

カードの導入に向けた先進地の調査研究等必要と思われてなりません。いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  ただいま、東村山市の御紹介をいただいたところでございますが、東村山市だけではなくて
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県内にも幾つかの自治体でやはり東京都を参考に導入している事例がございましたので、そう

いったところの情報をいただきながら検討を加えていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 最後に、大きい３点目。図書館への書籍消毒器の導入についてお伺いい

たします。 

  図書館の資料は、多くの方が使います。また、棚に置いておくだけでほこりがつき意外に汚

れると思います。図書館や図書室にある書籍は、現在どのように汚れ等の処理を行っているの

か初めにお伺いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） ３番 後藤 哲議員の再質問にお答えをいたします。 

  まず、図書の管理ということでございますけれども、貸し出しを行った図書につきましては

返却の際に１点１点目視により確認をいたしまして、汚れがないか、破れがないかなどを点検

作業を実施いたしておりまして、その際に破損等があった場合には修理、クリーニング、そう

いったものを行いまして適正に管理をさせていただいているという状況でございます。また、

貸し出しをしていない図書室にある図書につきましては、定例的にといいますか清掃をしてい

るという状況で管理をさせていただいております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） ただいまの答弁の中に、書籍のクリーニング、あと目視でやっていると

今御回答でしたが、どのようなクリーニング方法でどんな感じなんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えをいたします。 

  クリーニング特に図書の場合ですと、黒く手垢といいますか、そういったものでありますと

か、あとは落書き、そういったものがあるわけでございますけれども、そういったものについ

ては消しゴム等々のようなもので、そういう図書用のそういったもので処理をしているという

状況でございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 課長の今の答弁で、消しゴムで消す、そういう作業って全部職員さんが
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やっているんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えをいたします。 

  臨時の職員もおりますけれども、担当の職員もそういった管理に努めているということでご

ざいます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 書籍の今、目視で汚れ、ちょっと私、消毒器の内容をどこまでやってく

れるかちょっと今紹介させていただいて、質問をさせていただきたいと思います。 

  図書消毒器は、紫外線を使って書籍を殺菌消毒し、本に風を当てて挟まったごみやにおいを

取る機械でございます。本に付着した汚れや雑菌、においが気になるといった利用者の声を受

け、各地の図書館で書籍消毒器を設置する動きが広まっているようでございます。書籍消毒器

は、紫外線や送風で本を殺菌、清掃でき、メーカーによると全国で少なくとも300台以上が稼働

していると言われており、小さい子供を持つ保護者は安心して本を読ませられると伺っており

ます。そのことからも、書籍消毒器の導入などは考えられないものでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えを申し上げます。 

  まず、議員が御指摘のとおり図書館のその書籍につきましては、清潔かつきれいな状態で貸

し出しをするということは大変重要なことであり、また不可欠なことでございます。洗浄機、

今目視ということで、いろいろ今の図書の冊数においてはそういった目視でやっておるわけで

ございますが、将来的に今後その蔵書数が増加する、または利用者数が増加するといった場合

に、当然その管理体制も含めましてそういったその消毒器の導入、そういったものも検討する

必要があるのではないかなというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 後藤 哲君。 

○３番（後藤 哲君） 貸し出す冊数がふえた状況ではなくて、私現状で必要と思って今回質問

させていただいております。貸し出した書籍の返却などのときを利用して、図書消毒器できれ

いにした後に、また貸し出すことが今の若い保護者などに安心して気持ちよく受け入れられる

と思います。設置している図書館等に調査研究をし、導入への検討をしてみてはいかがでしょ

うか。これを伺って私の質問を終わります。 
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○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えをいたします。 

  まず、導入についてでございますけれども、県内の図書館においては導入されてはいないと

いうふうなことのようでございます。ただ、東松島市の図書館におきましては、震災の関係で

殺菌ボックスという類似品が導入されているという一例があるというふうなことでございま

す。ただいま、議員からいろいろ御指導いただいたわけでありますけれども、確かにその消毒

をして清潔な状態で図書を貸し出しするということは大変重要なことでございますので、今後

その先進地の事例等々を十分検討させていただきたいというふうに思います。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 以上で３番 後藤 哲君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。 

  再開は10時45分といたします。 

     午前１０時３２分  休 憩 

                                            

     午前１０時４２分  再 開 

○議長（櫻井正人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、６番 木村範雄君の一般質問の発言を許します。木村範雄君。 

     〔６番 木村範雄君 登壇〕 

○６番（木村範雄君） ６番 日本共産党、木村範雄です。 

  それでは、一般質問の通告に基づき一般質問を行います。 

  通告書では、１、スポーツ施設の維持管理を。２、健康者への表彰を。３、浜田・須賀地区

の人口増加策を。の３点について通告しておりますので、順次質問していきたいと思います。 

  １点目は、スポーツ施設の維持管理を、であります。 

  ことしのふるさとスポーツ祭は、晴天の中で実施されましたが、多目的運動場を使用するソ

フトボール競技は３年連続で中止となりました。これまでは雨天中止でありましたが、ことし

は前日に降雨はあったものの当日は晴天の中での中止でありました。私もグラウンド状態を確

認しましたが、全体的には良好な部分が多いものの、芝の周りを中心に一部滑りやすい箇所が

見受けられ、プレーヤーの安全を考えれば中止の判断も理解できるものであります。しかし、

町民が利用するスポーツ施設や管理施設は、良好に使用できる状態に整備し、日常の点検等維
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持管理を行うことが望まれます。そこで、次の点について町長の考えを問います。 

  １、十符の里パークは、町民の憩いの場としても広く利用されており、多目的運動場も多く

のスポーツ愛好者に利用されています。利用団体の要望を組み入れて多目的に使用できるグラ

ウンドとして再整備を行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

  ２、楽天イーグルス利府球場での楽天２軍の開催試合が半減しています。グラウンド状態が

悪く選手に不評だとの声を聞きますが、電光掲示板の整備とグラウンドの再整備を行うべきだ

と思いますが、いかがでしょうか。 

  ２点目は、健康者への表彰を、であります。 

  震災後、自助・共助・公助が言われています。自分のことは自分でと言われる中で、公のサ

ービスが公平、選択の名でサービスが抑制されています。これまで、健康保険税や介護保険料

を納めてきた人が、施設が足りなく介護保険のサービスを受けられない人がいるとともに、家

族の協力もあり介護サービスを利用しないで頑張っている方もいらっしゃいます。そこで、次

の点について町長の考えを問います。 

  １、保険税や保険料を納めても健康保険や介護保険を利用しない人への対応をどう考えてい

くのでしょうか。 

  ２、健康保険や介護保険を利用しない高齢者に、（仮称）健康者表彰を行ってはどうでしょ

うか。 

  ３点目は、浜田・須賀地区の人口増加対策を、であります。 

  現在、浜田・須賀地区では避難路の整備が行われています。震災や津波等の非常時の対策と

しては喫緊の課題となるものでありますが、両地区の世帯減少と高齢化対策を行うためには新

たな施策を行わなければなりません。そこで、浜田・須賀地区の人口増加対策をどのように考

えているのでしょうか。 

  以上、大きく３点について質問します。町長の答弁をお願いいたします。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について、当局、答弁願います。 

  １、スポーツ施設の維持管理を、２、健康者への表彰を、３、浜田・須賀地区の人口増加対

策を、いずれも町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ６番 木村範雄議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目のスポーツ施設の維持管理についてでございますが、（１）と（２）につきまして

は関連がございますので一括してお答えを申し上げたいと思います。 
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  まず、ふるさとスポーツ祭の開催時期につきましては、７月から８月に行われる県大会への

出場予選会を兼ねていることから変更は難しい状況となっております。しかしながら、町民の

皆様からは開催時期や競技会場の見直しに対する御意見もいただいております。今後も関係団

体等と調整を行いながら、最善の大会運営となるように検討してまいりたいと思いますので、

御理解をお願いを申し上げたいと思います。 

  次に、多目的運動場や中央公園野球場の再整備についてでございますが、両施設につきまし

ては日常点検の中で適宜修繕を行うなど、維持管理に努めているところであります。しかしな

がら、経年劣化あるいは東日本大震災の影響によって排水施設の機能低下等が見受けられると

ころでございます。そういった意味から、全面的な改修等が必要であることは認識しておると

ころでありますが、御承知のとおり現在復興事業あるいは学校建設事業といった大規模事業に

着手しており、多額の経費が必要となる事業等については実施計画や財政計画等に基づきなが

ら優先順位をつけて計画的に行っているところであります。 

  また、野球場の電光掲示板につきましては、一部に赤さびの発生などを確認しておりますが、

掲示板としての機能や建物の構造に今のところ問題はありません。機能向上のための改修整備

等につきましては、その必要性も含めて検討していきたいと思いますので御理解をお願いした

いと思います。 

  次に、２点目の健康者への表彰についてでございますが、（１）と（２）につきましては関

連がありますので一括してお答えを申し上げたいと思います。 

  まず、国民健康保険につきましては、全ての市町村等で義務づけられている制度でありまし

て、相互扶助の精神のもと国民皆保険の基礎としての役割を果たしております。今御提案の表

彰につきましては、本町でも平成19年度まで利府町国民健康保険健康世帯表彰規則、これに基

づきまして保険税を完納した世帯で被保険者証の利用のない方に対して記念品の贈呈や表彰を

実施しておりました。しかしながら、国民健康保険は相互扶助に基づく事業であることや平成

20年度から後期高齢者医療制度が開始されたことなどの理由によりまして、現在表彰等につい

ては見送っているところであります。町といたしましては、策定済みのデータヘルス計画に基

づく保険事業において、健診の受診率の向上と適正受診による被保険者の保険維持とこれを大

きな目標としているところであります。今後は、被保険者の健康保持、健康寿命の延伸に向け

て、より効果的な保険事業の展開を図ってまいりたいと考えているところであります。 

  また、介護保険についても介護認定を受けるサービスを利用できる方は、現在被保険者の約
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５％になっております。かつ、介護保険制度は少子高齢化、核家族化の進展等による介護負担

の増大等を背景に国民みんなで高齢者を支えるための創設された制度であることから、表彰等

については考えていないのが現状でございます。なお、10月からは北部地域包括支援センター

を設置いたしまして、介護認定の有無にかかわらず一般高齢者の方々に対しましても介護予防

事業や認知症施策など総合的な施策の展開を図るとともに、全ての高齢者の方を対象に地域の

実情に合わせた生活支援や居場所づくりなど住民主体の地域支え合い活動への支援等を進めて

まいりますので、御理解をお願いを申し上げたいと思います。 

  第３点目の、浜田・須賀地区の人口増加対策についてであります。 

  浜田・須賀地区につきましては、議員御指摘のとおり近年住民の高齢化、人口減少が進み、

このまま推移すると地域のコミュニティー機能の低下を招くだけでなく行政区として機能を維

持することが難しくなることも懸念されております。地区住民の方々から新規住民の定住策を

強く求められているところであります。このようなことから、町といたしましても市街化調整

区域内でも新たな土地利用が可能になる地区計画制度を運用して、未利用地を活用した宅地開

発の誘導など新たな定住策について検討しているところであります。また、浜田・須賀地区は

風光明媚な自然環境に恵まれ、国道45号線に面した地の利を生かしてマリンレジャースポット

としての海の駅、道の駅構想について検討を行っております。こうした拠点整備を進めること

によって、新たな観光資源として交流拡大につながり地区の活性化が図られるものと考えてお

ります。さらには、国で進めている地域産業の継承や地域づくりの担い手となる若者を全国か

ら募集して受け入れ、地元住民との交流を図りながら移住・定住につながる地域おこし協力隊

の活用なども有効な方策と考えられますので、先進自治体の取り組み事例なども参考にしなが

ら研究していきたいと考えております。今後もすぐれた自然景観と調和した自然振興策を打ち

出しながら、地区の魅力を高め定住促進による人口増加が図られるよう努めていきたいと考え

ておりますので、御理解をお願いを申し上げたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） それでは、再質問に入らせていただきます。 

  １点目、スポーツ施設の維持管理を、についてであります。 

  公共施設整備はＰＤＣＡサイクルでの確認が必要であります。整備当時のＰ、プラン計画を

立て、Ｄ、ＤＯ実行整備をし、その後の要望・用途に合わせてＣ、チェック点検確認をし、Ａ、



平成２８年９月定例会会議録（９月７日水曜日分） 

 

18 

アクション行動再整備を行うことが求められています。多目的運動場は、サッカー用に整備さ

れましたが、その後の活用方法としてはサッカーに加えてソフトボールやグラウンドゴルフな

どにも利用されています。そこで質問ですが、多目的運動場として使用するための新たな補強

策、課題をどのように考えているのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） ６番 木村範雄議員の再質問にお答えを申し上げます。 

  まず、多目的運動場の課題ということでございますけれども、使用する際に中央に芝があり、

サッカーやグラウンドゴルフなどにつきましては支障はないものと考えておりますが、ソフト

ボールを行う際には土と芝の部分に境目があり、段差が生じるということから一部支障がある

ものと認識をしております。また、施設管理上の問題といたしましては、やはり排水施設の機

能が低下をしているということから、水はけが悪くなっているということで若干その雨の降っ

た以降の使用できない期間が少し長くなっているということが課題であろうというふうに考え

ております。これらの対応策ということでございますけれども、まず使用する際に対しまして

は、使用者の皆さんにけがや競技上の配慮をいただくようお願いをしているとともに、管理上

におきましては芝の管理やメンテナンスに十分留意し対応しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） きょうの答弁要旨の中でも実施計画や財政計画等に基づきながら計画的

に行っていくということが答弁をされております。きょうの答弁の中でも、現在県大会の予定

があって今すぐの変更は難しいという答弁がされました。今すぐにやれというのではなくて、

やっぱりきちっと準備をしてやっていかなきゃならない、利用者に対して不便になるような時

期にやるべきではないというのはそのとおりだというふうに思います。それで、今あそこの多

目的グラウンドの実施計画と財政計画、今どのようなその対応をしていこうという、今の課題

の中で今そういう問題点があるというのは確認しましたので、ではあとどんなふうにあの多目

的グラウンドを整備しようという実施計画があるのかお聞かせください。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えをいたします。 

  あの多目的運動場で今現在一番大きな問題としては、やはり排水能力が低下しているという

ことが一番問題であります。したがいまして、そういったその排水能力も含めた全体的なその
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多目的の改修、そういったものについて種々隣接市町村の状況でありますとか、そういったも

のを調査している状況であるということです。ただ、財政計画上、実施計画上につきましては、

先ほど町長等が答弁いたしましたけれども、いろいろな大きな事業が今山積しているというこ

とでございまして、そういった事情で実施計画上は実質的には載っておりませんが、将来的に

は当然そういった改修というのも検討していくべきだろうというふうな考え方でおります。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 現在のグラウンドは、サッカー用の芝の部分はそれなりに平坦性もとれ

ていて練習や試合をするのに支障はないのかなというふうに思っています。ただ、あそこを多

目的に使っていこうと思うと、やはり観客席に向かっての勾配がきつくなっている部分、また

あと芝周りの、芝とクレーの部分の段差、これがやっぱり利用者にとっては不満が大きくなっ

ているのかなというふうに思っています。多くのスポーツ愛好者に快適に利用してもらう、そ

のためにも人工芝への全面張りかえも一つの方策かと考えますけれども、先ほどのその実施計

画の中に盛り込まれているのか、これから検討に入っていけるのか答弁をお願いします。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えを申し上げます。 

  まず、多目的運動場の排水等々の課題を解決する方策ということでは、やはり人口芝の張り

かえということも有効な手段の一つではないかなというふうに考えております。しかし、競技

によりましてその人工芝がいい場合もあれば、または天然の芝ということもあろうかと思いま

す。また、改修費用等も多額になるというふうなことでございますけれども、そういったその

部分はありますけれども、やはり今後検討していく一つの手法ではないかなというふうには思

っております。あと、今後その実施計画上どうなるのかということでありますけれども、先ほ

ども答弁させていただきましたけれども、今後その実施計画に乗るようにいろいろ関係部局等

と検討させていただきたいなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 利府町は、子育てに優しい町です。やはり、子育てに優しいのであれば

スポーツ愛好者にとってもやっぱり優しいまちづくりをしていかなきゃならないというふうに

思います。今、やっぱり震災対策でお金がかかると本当に理解はするんだけれども、そのため
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だけでやっぱり全ての住民サービスがどんどんお金のかかる分だといって抑えていくのは、や

っぱりちょっと問題なのかなというふうに思っております。また、今回あそこのグラウンド整

備でも工期等が長くなって使えない期間が長くなるということは、やっぱり利用者にとっても

マイナスだというふうになります。ですから、排水機能の整備もそうです、人工芝への張りか

えも必要だと思うんですけれども、今すぐにここでやっぱりできないんだろうなと。当然、今

はスポーツをもうやっている真っ最中ですから、やっぱりその中であとこの期間中にどうやっ

て考えていくかというのをやっぱりやっていかなければならないというふうに思っています。

そういう意味では、利用者の影響を少なくするということを考える。またあと、利用しやすい

グラウンド整備ということが求められているんだというふうに思います。サッカーグラウンド

の芝と全体の整合性を図るとともに、ソフトボールなんかで言えばボールが飛び出さないよう

な安全対策、これを図ることも必要ではないかというふうに思います。これはやっぱり、利用

者の利用状況ではなくて安全対策というのをやっぱり速やかにやっていく、そのためにはやっ

ぱり検討というか計画、きょうの答弁の中でも実施計画と財政計画に基づいて、そこにやっぱ

りきちっと入れていく必要性があるんだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えを申し上げます。 

  まず、そういったその芝とその周りの部分の傾斜でありましたり、また、ボールが場外に飛

び出すというふうなその安全対策という部分につきましては、当然重要なことでありますけれ

ども、現状ではやっぱり現状でお使いをいただくということになるわけでございます。したが

いまして、これらの解決策というのは多分改修以外にないというふうに考えておりますけれど

も、現時点におきましては利用者及び何かの大会をする主催者、そういった方々に対しまして

十分にその現状の多目的グラウンドの状態、形態を御認識いただいて、その上で競技をしてい

ただくような配慮をお願いするということで対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 今の現行のグラウンドを使っていこうと思えば、やっぱりそういうふう

に利用する側に注意喚起をして使っていただく、そして安全に大会であったりプレイを終わら

せていただくことがいいのかなというふうに思います。 
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  町長に聞きます。やはり今の答弁の中でもありました、今の現状ではそういう使い方をしな

きゃならないということがありました。ただ、やっぱり今の課題点もあると思います。そうい

う意味では、現状の課題を解決するために一番いいのはやっぱり全面人工芝への張りかえを検

討する。そしてあと、当面全面人工芝を張りかえるのに要は予算もかかるでしょうから、その

ためには当面でも芝周囲の改良及び安全対策を行うことが必要だというふうに思いますけれど

も、町長の答弁をお願いします。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 木村範雄議員の再質問にお答えを申し上げます。 

  この多目的運動場の使い道でありますが、全くこの文字どおり多目的であります。グラウン

ドゴルフを使ったり、あるいは少年サッカーで使ったり、さらに木村範雄議員が会長のソフト

ボール大会もしたり、いろんな多目的に町民の皆さんの健康に大きく寄与している施設であり

ます。今、木村議員からいろいろこの安全性等について御質問をいただきましたが、今課長が

答弁したように経年劣化といいますか、少しつくってから年数が経過しているので、そういっ

た意味では排水機能、そういったものも震災の影響で若干落ちている。そういったことから、

周辺の排水が悪い状態が、それは十分に認識をしております。ただ、今人工芝の御提案があり

ましたが、例えばグラウンドゴルフの場合は天然芝がいいとか、サッカーも天然芝がいいとか、

ソフトは人工芝がいいとか、それぞれ種目によってそれぞれ皆この人工芝か天然芝かについて

は分かれるのが現状であります。そういったことから、この改良については少し人工芝にする

か天然芝にするかについては、各種団体の意見を聞きながら十分に検討する必要があるのでは

ないかと思っています。 

  もう一つ、きのう小渕議員からオリンピック対応についてのお話しがありましたが、関連し

ますがＦＩＦＡワールドカップ平成14年にやったとき、宮城スタジアムで会場になったんです

が、ところがこのＦＩＦＡからは全て多目的運動場、県のサッカー場、体育館まで全てＦＩＦ

Ａの管理下に入ります。つまり使用できないのであります。そういうことを想定すると、オリ

ンピック来るとあの多目的運動場、体育館あるいは県のサッカー場も全てオリンピック組織委

員会の管理下に入るということを予想できます。そうすると、そのオリンピックの試合に各国

の練習会場として多目的運動場が当然充てられるわけでありますが、そうした場合にオリンピ

ック組織委員会から人工芝にしなさい、あるいは天然芝にしなさい、あるいはどの辺を改良し

なさいということがこれから具体的に出ることが予想されています。そういった意味で、まず
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はオリンピックに向けましてあの会場の整備をしなければならないので、今早急にやってしま

って、またオリンピックでまた違う仕様になっても大変でございますから、もう少しオリンピ

ック組織委員会と具体的に多目的運動場の使用方法、あるいは使用について相談しながら検討

しなければならないというふうに思っていますので、まずはまずオリンピックに向けてこの多

目的運動場を改修しなければならないのは当然だと思っています。もう少し辛抱して、そして

安全性に配慮しながら、ひとつ利用者の皆さんにお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） きのうからオリンピックの話も出ていて、当然来れば、この利府町の中

の県営グラウンドであり多目的グラウンドであり体育館であり、やっぱりこういうの使われる

のはしようがないのかなと、しようがないというかそれはそれでいいことなのかなというふう

に思います。それで、今町長答弁にもありましたように、それに向けてやっぱり改善をしてい

くんだ、改良をしていくんだということがやっぱり今答弁の中でありました。先ほど、ＰＤＣ

Ａサイクルじゃないですけれども、もともとはワールドカップでサッカーの練習場にもなりま

した。ただ、今言っているのはＣのチェック点検確認をして、Ａのアクション行動を起こして

いく。そういうオリンピックも来るので、そのためにはやっぱりあそこのグラウンドをよりよ

いものにしていく、予算も向こうからとってくるという、当然オリンピックは４年後ですけれ

ども、１年前にはプレ大会があって、ですからここ２年の間にきちっとやっぱり国から金を持

ってきて、多目的運動場の再整備をしていかなきゃならないというふうに私も思います。です

から、今の町長答弁で大きな部分はそれでいいというふうに思います。それで、前にも指摘し

ていますけれども、セブンイレブン側へのボールの飛び出し対策、または水はけ対策と芝周囲

の滑りどめ対策、これは大きくしなくて今の現状維持の中での改良をしておかなければならな

いというふうに思います。今できることを一つずつやっていく、そして対外的に大きな部分は

国からも予算を取ってきて対応していくということが大事なんだというふうに思います。町長

に前段の部分の今やっていかなきゃならない部分についての答弁をお願いします。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 木村範雄議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  具体的には、どこが水はけが悪いか、あるいはどこがボールが飛び出すかについては、担当

部署で把握してそれに対応していきたいと思いますから、どうぞ担当部局に御相談の上、善処

の方お願いを申し上げたいと思います。 
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○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 今、担当部署にということでしたので、ぜひセブンイレブン側でボール

の飛び出しがないように、前から言っていますのでよろしくお願いします。速やかに検討して、

一つずつ実行していくということが大事だというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

  それでは、楽天イーグルス利府球場の整備についてであります。 

  町民の憩いの場ともなっていた楽天イーグルスの２軍戦が、昨年に比べて半減しました。そ

の分をどこでやっているのかというと、泉の合宿所の球場でやっているとのことであります。

震災にあわせて被災地を助けるためにほかの自治体でやっているというのであれば仕方がない

という考え方もできますが、今回の対応はそうではありません。利府球場のグラウンド状態は

そんなに悪いのでしょうか。プロが使用するにしては、公式戦で使うためにはそんなに悪い状

態なのかお尋ねします。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えを申し上げます。 

  まず、利府球場はそもそも軟式用で、プロが使用することを想定して建設されたわけではあ

りませんけれども、イースタンリーグ公式戦が開催できるようにといろいろ改修を進めグラウ

ンドの維持に努めて現在に至ってきておるわけでございます。しかし、近年経年劣化や東日本

大震災の影響によりまして、排水施設の機能が低下しているということでございます。その結

果といたしまして、楽天球団からは正式的な御意見はいただいておりませんけれども、グラウ

ンドコンディション等が公式戦を行う上で一つの弊害になっているのかなというふうに推測し

ているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 今の答弁で、何で利府球場悪かったのかとか、済みません私も勉強不足

でした。軟式野球用につくったとなれば、やっぱりそれで硬式をやるというのは本当にごまか

しながらというと語弊があるかもしれないけれども、やってきたんだなということがわかりま

した。ただ、今あそこの利府球場が硬式というかプロの試合もできるし、そういう意味では高

校野球なんかに開放することもできるんだというふうに思っていくと、どうしてもやっぱり軟

式を整備した芝の部分を、野球をするときによりいいプレイができるようなやっぱりグラウン

ドにしていくことが課題になってくるのかなというふうに思います。そういう意味では、プロ
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の試合も高校野球で使うにしてもグラウンド状態の向上は必要な課題となりますけれども、そ

のためにどのような対策をして、どのくらいの事業費がかかるかというのは積算なんかしてい

るのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えを申し上げます。 

  まず、利府球場で高校野球、近年実施していないわけでございますけれども、例えば高校野

球でありますとか、町民の皆さんが使用する場合には、雨天によるグラウンド不良という課題

または使えない期間があるというようなことはございますけれども、それ以外につきましては

試合に支障を及ぼすというような状況ではないというふうに認識しているものでございます。

しかしながら、グラウンドの状況の向上ということは、利用者の皆様にとっては大変重要なこ

とでございますので、今後そういった検討をしてまいりたいというふうに考えております。な

お、その改修費の問題でありますけれども、以前調査した段階では約１億5,000万程度費用がか

かるものというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 今、びっくりしています。あのグラウンドの排水も悪いということは、

グラウンドの下の部分のその排水管も取りかえて、芝も取りかえて、１億5,000万といったらち

ょっと今の震災の中で、いつも町長の答弁は今震災だからと言われているので、その金をどう

するかという話もあるんだと思うんですけれども、ちょっと大きな額だなというふうに考えて

います。それで、今あそこの利府球場はそのグラウンドの話とあとスコアボードの電子化とい

うのも必要だというふうに言われています。得点だけじゃなくて選手名や個人データ等の電子

化もできれば、楽天だけではなくて高校野球なんかの、要はこの先発メンバーのやつを受け取

ったときにそれをぱっとできるような形でできるというのは非常に使いやすくなるのかなとい

うふうに思っています。楽天のコボスタ行くとやっぱりいろいろその得点からストライクボー

ルの関係から、あとは先発メンバーとかいろんな情報が出てくるような、やっぱりこうスコア

ボードなのかなというふうに思っています。それがやっぱり電光掲示板の全体的な電光掲示板

の話になると思うんですけれども、その辺も含めてどのくらい電光掲示板にしたときに事業費

というか、それはどのくらいかかるのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（石川洋志君） お答えを申し上げます。 

  まず、電光掲示板これの改修の規模、内容によって金額は変わってくるんだろうと思います

けれども、以前に調査したところによりますと、これについても約１億5,000万程度の改修費は

かかるのではないかというお話はいただいております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） きょうの一般質問の答弁要旨の中で、野球場の電光掲示板整備について

は、機能向上等の必要性も含めて検討していく。この必要性も含めてというところにちょっと

質問したほうとしては、要は必要性は認めていてあとは事業費の関係も含めて検討していくと

いうんだったらいいんですけれども、必要性も含めてというと今のままでそのまま軟式野球で

整備したからそこまで活用の方法がなかったんで今現状の、要はボール、ストライク、アウト

の表示は今電光掲示板になっていますけれども、やっぱりメンバーであったりは全部手でやっ

ている部分がある。やっぱり電光掲示板整備の必要性は認めて、あと事業について検討してい

くんだったらわかるんですけれども、やっぱり必要性はまだ認めていないというようなことで

しょうか。 

○議長（櫻井正人君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（石川洋志君） お答えを申し上げます。 

  まず、必要性ということでありますけれども、これはやっぱり個々のその考え方ということ

もあるんだろうというふうに。私自身は、やはりそういった電光掲示板でいろいろな情報を発

信するということは、いろいろな面で町の情報であったりそういったこともできるので、大変

にいいことであるというふうに考えるわけでありますけれども、やはりその中で経費の面もご

ざいますし、いろいろそういった調整が必要であろうということで、そういった部分も含めて

今後財政、あと企画、そういった関係部署と協議をしながら検討させていただきたいなという

ふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 今、立場は一緒なんだということを確認したいというふうに思います。

そこで、最後町長に聞きます。野球場の改修は多額の経費がかかり、その財源をどうするかと

いうことは頭を悩ませるところであります。今、いろいろなところで地域貢献ということが言
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われています。新聞報道では、森林組合が地域貢献を考慮し、事務所を新築し地域に開放する

という報道がなされました。楽天球団も地域貢献を大きく果たしていると思います。楽天２軍

の本拠地として使い、高校野球や準公式戦などにも使われるようになれば、楽天イーグルス利

府球場の価値も大きく上がると思います。ぜひ楽天球団からの助成を受けるとともに、町でも

費用を出して整備をすることはできないでしょうか。町長答弁お願いします。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 木村議員の質問にお答えを申し上げます。 

  この利府球場の問題につきましては、今課長から答弁ありましたが、そもそもは軟式野球用

のまさにアマチュアの高校生、中学生用の仕様でまずはつくったという。これがプロ野球来て、

今度はプロ野球仕様になったということで、少しプロ球団から非常にもう少し改善の要望とい

いますか、まだ要望来ていませんが、そういう意識があって木村議員言ったように泉に行った

のかなということについては認識をしております。じゃあどのくらいかかるか、実はこれまで

楽天球団の要望で、大久保監督ですね、あの監督から俺は痔が悪いんだから町長水洗トイレに

してくれということで、あれは球団の成績にかかわる話で水洗トイレにした経過はあります。

それから、この前球場の応援団から、我々は料金を払っているんだ、水洗化にしろ洋式にしろ

というこういったきつい御意見もいただきまして、今洋式化に進めているところであります。

そうやってできる範囲で要望にはお応えしているわけでありますが、まずプロ球団の仕様とし

ては、まず今木村議員から話しありましたスコアボード電子化の問題があります。実は、あの

スコアボードというのはＢＳ、ボール、ストライク、あれまず改修に、あれに数千万かかって

います。あれだけで。順番を変えただけで。そこで、我々電子化の名札だけでも電子化できな

いか検討しましたら、結局は全体を取りかえたほうがいいくらいに経費がかかるという判断で

延び延びになっています。今課長から言いましたが、概算で１億5,000万です。スコアボードだ

けで。そして、グラウンド整備に１億5,000万、合計３億です。今この３億の予算を学校建設あ

るいは震災復興事業の中で、はいわかりましたということになれば町民の理解が得られるかど

うか非常に今の段階では難しいと判断しています。ですから、今木村議員のほうから話ありま

した、我々今、国の補助金該当あるかどうか今調査をしておりますが、それとともに球団から

ある程度援助してもらえば町民の皆さんも納得して改修費用が出る。そしてこの利府町から楽

天球団のこの夢と希望を子供たちに与えたり、利府町のネームバリューを広げたりする意味で

大変有効な手段と思っています。そういった意味で、ぜひ議員各位からも何とか球団のほうで
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も改修費の負担について。まだ、ただ正式に来ていませんので、回答のしようがありませんが、

正式にまだ話がありません。もし正式に話し合いになったら、そういうふうにして町民の納得

できる形で改修費用を捻出できればいいなと思っています。ですから、皆さんの思いは皆同じ

であります。ただ、今膨大な経費をどう捻出するかが、そこにネックになっている。しかも全

て行政は限られた財源でやるわけですから、全て財源問題にまずは起因するということを御理

解をお願いしたい。財源があれば、何ぼでも何でも何でも、合計全部無料にする、何でも開始

する、それは御承知のとおりでありますが、そういったことを御理解をお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） やはり財源をどこから持ってくるのかというのは大事なんだというふう

に思います。そういう意味では、やっぱりあそこの野球場の整備を何かのこう、やつにつけな

がらやっぱり国から補助金を持ってくる。または楽天からもそういう話をしながら、もっと楽

天と連携を密にしながら、やっぱりするためにも財源を少し出してと、１億5,000万一緒で３億

円だから、せめてやっぱり３分１なのか、そのくらいでやっぱり何とか協力願いながらでも、

利府はやっぱりちゃんと楽天２軍の分を一緒にやりながら、そして町民にはただで見せてあげ

るよという、その野球の好きな方、または私も去年なんか行って見ていましたけれども、やっ

ぱりお年寄りも結構多く、休みになれば子供たちも来る、やはりまだまだ野球が子供たちに愛

されている部分もあるんだというふうに思います。私はラグビー、サッカーもやっていますの

で、そちらのほうの整備もしていきたいと思いますけれども、まずはやっぱり財源をきちっと

確保するための方策を検討していただいて、やっぱり何とかして交付金も含めてとっていきな

がら整備に向かってほしいなというふうに思います。 

  それでは、大きな２点目。健康者への表彰を、についてです。 

  平成27年度決算では、国民健康保険に加入している世帯は4,063世帯、7,180人。介護保険の

第１号被保険者65歳以上の方は7,155人が加入しています。介護認定の状況では、第１号被保険

者で937人が認定されています。健康保険では、国民健康保険が町の所管でありますが、国民健

康保険に加入している世帯で病院にかからない、先ほど表彰がありましたという町長の答弁が

ありました、昨年度と言っていいかどうか、ある情報の中で国民健康保険加入している世帯で

病院にかからない世帯というのは、単年度でどのくらいあるのでしょうか。 
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○議長（櫻井正人君） 町民課長。 

○町民課長（庄司幾子君） お答えいたします。 

  国民健康保険に加入し、病院にかからない世帯ということでございますが、今年度の状況と

はなりますが平成28年６月末現在の国保の被保険者数の世帯数は、4,041世帯でございます。28

年４月から６月までの３カ月間で医療機関等を受診しなかったと思われる世帯につきまして

は、164世帯でございました。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 4,000世帯中164世帯、病院にかからないということは体が健康だという

こともありますけれども、要は何とかして自分で健康に、病気にならないようにやっぱり努力

をした結果がその164世帯なのかなというふうに思います。ただ、その反面受診できない世帯と

いうか、病院にかからない理由というか、病院にかかりたいんだけれどもかかれないというそ

ういう方というのは、あるんでしょうか。病気なんだけれども、何かの理由で病院にかかれな

いという世帯ってあるのかと、ちょっと生活関係なんですけれども、そういう世帯があるのか

というのをちょっと１点。 

○議長（櫻井正人君） 町民課長。 

○町民課長（庄司幾子君） 基本的に受診できない世帯につきましては、こちらのほうとしては

ないものと考えております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 平成19年まで表彰制度というかやっていたというのは聞きました。そう

いう意味では、国保だから国保の中で出すというと福利厚生みたいな形になってしまうのかも

しれませんけれども、今現在というか今後はその健康者表彰みたいなそういう制度を実施する

考えはないんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 町民課長。 

○町民課長（庄司幾子君） お答えいたします。 

  先ほど、町長の答弁にもありましたように、表彰等を見送っている理由につきましては、後

期高齢者医療保険制度の創設、それによりまして被保険者間のバランスを欠くことがまず考え

られた。それから、また表彰によりまして弊害もあったというふうに聞いております。特に高
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齢者の中には、表彰のために比較的症状の軽い病気のときなどは病院に行かずに我慢している

というお話もお聞きしていました。現在、議員も御承知のように利府町の国保におきましては、

データヘルス計画を策定しております。その中で、適切な保険事業を行いまして、被保険者の

健康寿命の延伸を図っているような状況にございます。直接的な医療費だけではなく、健診事

業、それから保険事業の実施によりまして、多くの被保険者の皆様の医療機会を確保する、そ

ういったことや、重症化予防に努めていきたいと考えているところでございますので、御理解

をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 国民健康保険では、保険証のとめ置きとか、そういうのもあって、ただ

やっぱり一般的には今課長がおっしゃったように、やっぱり早目に受診をして早目に治す。あ

とはやっぱり体調を崩さないように日中の自分の維持管理をやっていくことによって、やっぱ

り国民健康保険会計のほうは成り立ってくるのかなと。ただ、やっぱり国からの来る分がどん

どん少なくなってきている中で、個人とあとは町のほうにその分がしわ寄せがきてて、やっぱ

りどうしてもこう財源的には大きくなっているというのがあるのかなというふうに思います。

ただ、第一義的にやっぱり町民の健康を守るための国民健康保険制度ということになってくる

と思うので、そこの中からもっとそのお祝い金みたいなのを出せというのは、ちょっと筋的に

は違うかもしれないけれども、でも住民から言わせるとやっぱりそこのところに、俺国民健康

保険全然使っていないんだっていう方はやっぱり何かあってもいいよね、町がというのがよく

聞かれています。 

  ちょっとそこから今度、介護保険のほうにいきますけれども、第１号の被保険者の介護認定

率は13％、決算で見ると13％介護認定率はそのくらいになるのかなというふうに、さっき4.5だ

ったかな、ちょっと数値違っていましたけれども、この介護認定を受けた中で介護サービスを

受けられない方ってどのくらいいて、その方に対してはどのようなサービスというか問いかけ

というかをしているのかお聞きたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 木村議員の再質問にお答えいたします。 

  65歳以上の第１号の被保険者の介護の認定率につきましては、御質問いただいたとおり13％

程度となっているところでございます。認定者、ことしの３月末現在で937人認定者がいらっし
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ゃいまして、そのうち確認しましたところ実際介護サービス給付と言われるものを利用してい

ない方は89名となっているところでございます。この方々が実際介護給付サービスと言われる

ものの給付は受けていないんですけれども、その理由が何なのか、例えば介護ではなくて医療

に移った方なのか、あるいは福祉用具とか住宅改修を受けるために介護認定を受けた以降、介

護サービスを必要としなくなった方なのか、その理由については確認ができておりませんので、

どんな理由で給付サービスを受けていないのかについては把握はしていない状況でございま

す。ただ、その給付サービスを受けていない方に対してどんな対応をしているのかということ

でございますけれども、介護保険制度の中では給付サービスと言われるもののほかに、包括的

サービス、生活支援サービスということで、介護予防を中心にして事業を提供しているものも

ございます。例えば、高齢者のサロンであったり、ひとり、２人暮らしの給食サービス、ある

いは包括支援センターで定例的に支援が必要と思われるひとり、２人高齢者、あるいは見守り

が必要な高齢者に対しましては定期的に訪問をして安否の確認であったり、支援ができるそう

いったサービスも提供しているところでございますので、直接のその給付サービスと言われる

もの以外にもそういった介護予防事業あるいは包括的な支援事業の中で、何らかのサービスそ

ういったものは提供はできているのではないかなということで考えているところでございま

す。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） サービスが、介護保険をやっていてサービスが受けるか、その本人の努

力もあってそのサービスを受けないでいる中で、家族の協力というのも欠かせないだろうなと

いうふうに思っています。また、その介護保険は40歳から２号被保険者として私たちは払い始

めている。健康に気をつけて在宅介護や施設介護を利用しない方々に対して、町とすれば今の

話だとやっぱり御礼とかの話はないよという話になってしまうんだけれども、その辺ちょっと

もう一度、そういうやっぱり御礼というか御礼のかわりにその何か新たなサービス、要は全て

の介護認定者と年に１回か２回面談ができているという形でいいのでしょうか、今の対象の方

に対して。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  介護認定者に対しまして、全ての方に面談ができているかという御質問でございますが、介

護サービス利用者の方につきましては、お一人につき必ずケアマネージャーさんがお一人つい
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ていらっしゃいます。定期的に訪問あるいは電話等で御本人の相談に応じながら、適切な介護

サービスそういったものが利用できるようにしているということから考えますと、介護サービ

スを利用している方につきましては定期的なもので対応はできているというふうに考えており

ます。ただ、先ほど来申し上げておりますように、介護給付サービスと言われるものを利用し

ていない方につきましても、包括支援センターにお越しの際には御相談に応じたり、あとは実

際利用していない方でも町のほうで実施しております介護予防事業に参加されている方もいら

っしゃいますので、そういった中で直接あるいは間接的に面接であったり対応というものはで

きているのではないかなというふうに考えておりますし、町もできるだけそういった形で対応

をするように努めているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 済みません、聞き方が間違っていました。今、65歳以上で7,155人の方が

昨年度末でいらっしゃった。その中で、介護認定者は937人。結局、約6,000人くらいの方は介

護認定を受けないで自宅の中でいろんな活動をしているという。その方々に対して何もしてい

ないんじゃないかという話ではなくて、その方々に対してはオープン・スクールであったりい

ろんな、課長のところでやっているサービスなんかに来てくれた方はやっぱりそのサービスを

受けている。何かその分のこの支払った分に対して、やっぱりその分が対応していますよとい

うことになると思うんですけれども、丸々やっぱりそういう、来てもらえなければサービスの

しようがないというのが一つあるんですけれども、その7,000人のうち930何人が認定されてい

て、それはケアマネージャーがついている。そのうちの今度のふれあいオープン・スクール、

そういうのなんかで多分半分くらいまでいくのか、本当にこの町と関与できていない部分って

何割くらいいるんでしょうか。その方々に対して町のサービスの分を、何かお祝い金とかって

考えたいなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  大変答え方が難しいかなというふうに今ちょっと考えておりました。確かに、介護保険制度

の中で申し上げますと、先ほど町長の答弁にもございましたように、40歳以上の全被保険者の

中で介護認定を受けている方は約５％でございます。我々も被保険者の一人でございますので、

そういった方、社会全体でその介護状態になった人を支えていこうというのが介護保険制度の

やはりスタートした大きな趣旨でありますので、介護保険料を支払いながらも介護サービスを
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受けていない方は、やはり利府町に限らず多くの方はいらっしゃるというふうに考えておりま

す。ただ、先ほど来お話させていただいておりますように、やはり介護状態になってしまいま

すと医療とは違ってやはり治癒というのは非常に難しいだろうというふうに考えております。

やはり介護にならないこと、それが一番の町としても取り組むべきことだということで、介護

予防であったり、あるいは町の保健福祉課が介護事業だけではなくて健康づくりであったり、

生涯スポーツを通じた健康な体づくりであったりということで、さまざまな形で高齢者あるい

はそういった介護状態にならないためのまちづくりというのを努めているところでございま

す。そういったことを通じて、介護保険料を抑制すること、介護のやはりかかる費用を抑制す

ることによって最終的には皆さんに納めていただく介護保険料の費用の負担の軽減につながる

ということも、我々としても大きな要素の一つであるというふうに考えておりますので、そう

いったことに努めながら直接の表彰とかではなくて、費用負担の軽減であったり、介護事業あ

るいは健康づくり、または老人クラブの育成、そういったものを通じて高齢者の支援そういっ

たものに努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 町長に聞きたいと思います。町では、今でも敬老者祝金制度って行って

います。そういう意味では、この国保も介護も町でやっている部分なんかで、町が関与してい

る部分の中でやっぱりその制度を利用しない方に対しての敬老者表彰とか健康者表彰とかを行

ってもいいのかなというふうには思うんですけれども、町長はいかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 木村議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  先ほどから国民健康保険の長期間使わない方の表彰とありました。確かに、表彰によって健

康増進になるかわかりませんが、まず我々はそういった費用を健康保持あるいは平均寿命を延

ばす政策をしている。もう１点、先ほど課長が言いましたように、逆に表彰を目指すために医

者にかからない方も実際にいました。何で、いや表彰がほしいので医者にかからない。という

ことは、医者にかかられると逆に病気を大きくして、逆に健康保険が多くかかるそういう事例

もありましたので、できるだけ早くかかって早く治してほしい。そして国民健康保険税の負担

を少なくする、そういったことから考えるとその表彰制度も決していいことばかりじゃなくて、

健康保険税に大きく悪影響を与える事例もありましたので、今課長が申し上げましたように予

防について努めたい。もう１点は、今課長が介護保険についてもできるだけ介護にならない、



平成２８年９月定例会会議録（９月７日水曜日分） 

 

33 

あるいは認知症にならないとかそういった予防政策を今重点的にやっております。そして、で

きるだけ介護保険を使わないことによって利府町の介護保険料が低くなる。前の議会で介護保

険料の改定で御説明申し上げましたが、この近隣では介護保険料は利府町は非常に下から数え

ても、あるいは真ん中以下になりますかね。そういうふうな大きな効果がある。逆に個人に表

彰するよりも全体の介護保険料が下がったほうが町民にとって大きなメリットではないでしょ

うか。そういった意味で、表彰については今のところ考えておりませんので御理解をお願いを

申し上げておきます。その分、介護保険で下げていきたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 制度の仕組みについては、理解をしているつもりであります。ただ一方、

問題は地域のお年寄りから言われているのは、やっぱり町に協力して税金や保険料をきちんき

ちんと払っている、でも何の見返りもない、町の出費を抑えるために健康に気をつけて頑張っ

ているんだと。そういう意味では、何かやっぱり町で、物なのか気持ちなのか文書なのか俺も

わかりません。でもやっぱり、これだけ頑張ったんだから何かあってもいいんではないのとい

う声は結構聞かれています。課長の言うのも正しいし、町長の言うのもそれは一理はあるんだ

というふうに思います。確かに全体的にやっぱり保険料を下げるというのは、誰が言ってもい

いと思うんです。ただ、やっぱり先ほどのその認定率の話からいっただけでも、やっぱり65歳

以上7,100人がいた中で被保険者は937人、多くの方がやっぱり支える形態で今の仕組みってで

きているんだと。一番最初に言いました、共助をどんどん進めていった中で、みんなして支え

る体制なんだというふうに思っています。それに対してやっぱり、表彰のためというか表彰が

いいかどうかは確かに今の町長の話しを聞いて、一部そうだなと表彰のために病院に行かない

で、重くなって返って医療費がかかるんだというのは、国保のときにもなるべく早くかかって、

そのために子供医療費の話も当然出てきた中で18歳まで拡大するんだと。ワンコインにはちょ

こっと文句を言っていますけれども、でも病院にかかりやすくなったということは、それがや

っぱり原点にあるんだというふうに思います。それで、今回のその答弁書の中でも表彰等につ

いては考えていないという、表彰については考えていないというのは確かにその理屈はそうな

んだ、表彰等ということは全てのことをそういう向きのことをしないというふうにも聞こえる

んですけれども、町長もう１回、いやそんなことないよというのをちょっと言ってほしいんで

すけれども。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 
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○町長（鈴木勝雄君） 木村議員にお答えを申し上げます。 

  先ほどの表彰について、一つだけ一例を聞いてほしいんですが、ある方がこの国民健康保険

料を使わないで10年表彰をもらいまして大変喜んでいました。ところが表彰をもらった途端、

今までかかっていない分大変な病気が、肺炎が、歯が悪くなったり、あちこち悪くなって、か

えって逆に国民健康保険が高くなった事例があります。そういった意味で、果たして表彰して

診療を抑制したほうがいいのか、あるいはその分予防に使って全体の介護保険料が下げたほう

がいいのかについては、住民の方は介護保険料下がっても直接自分たちに恩恵がないからわか

りませんが、私は全体の保険料を下げたほうが表彰を一人一人もらうよりもいいのではないか

と思っています。じゃあどうすればいいかという話につきましては、課長のほうから何かいい

方法ありませんか。申しわけない。今、気持ちの問題ですから何か経費かからない程度に、例

えば10年間保険使わないでおめでとうございます、私の祝詞ですか、御礼状ぐらいはどうです

か、例えば経費をかけないで、それ検討します。これからも健康に注意してねという、それも

大事な話でありますから検討していきたいと思います。手紙１枚だけでもお願いします。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 行政に任せっぱなしはよくないと思うので、私ももう１回地域の人と話

しをしながら提案できるような案を持ってきたいというふうに思います。 

  それでは、大きな３点目。浜田・須賀地区の人口増加対策を、です。 

  浜田地区では避難路整備に着手するとともに、雨水幹線の整備、浜田港のしゅんせつが進め

られています。須賀地区でも避難路の整備にあわせて津波をとめる水門の整備が進められてい

ます。利府町人口ビジョンでは、浜田・須賀地区の老年人口の上昇と総人口の大幅な減少が言

われています。今こそ町の積極的な対応が望まれるときです。町は震災対策にあわせてどのよ

うな対策を講じるのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答えいたします。 

  議員御指摘のとおり、浜田・須賀地区につきましては、高齢化と人口減少が進んでいるとい

うようなところで、地域住民の方からも早急な人口増加策が望まれているところであります。

この震災対策につきましては、避難路整備を初め各種復興事業を進めているところであります

が、あわせまして地域振興策を連動して進める必要性につきましても町として認識していると

ころでもあります。このようなことから、先ほど町長が答弁しましたように、まずは市街化調
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整区域であっても家が建てられるように地区計画制度を運用しまして、移住定住の促進を図っ

てまいりたいなと思っているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） きょうの答弁書でも地区計画制度の運用によってということが述べられ

ています。まず、これまでの震災対策と言えば、浜田地区で震災対策の後に道の駅やヨットハ

ーバーの活用という。それで、観光客の増加そういう意味では入ってくる部分、定住じゃなく

て来る分についての対応はできるものの、居住人口の増加という意味では新たな施策を打ち出

していかなければならないのかなというふうに思います。震災対応があるから当然それにかか

っていくよと、その次に道の駅ですよ、ヨットハーバーの改修にもいきますよ、というふうに

なっていると思うんですけれども、居住人口をふやすための新たな施策というのは何か考えて

いることはあるのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答えいたします。 

  居住人口の増加に伴われた施策というふうなところでございますが、地区計画制度の運用と

同時に新たにこの地区に定住していただくためには、この地域の地域資源を活用しながら地区

の魅力を高めていくことも必要であると考えております。町長の答弁でもありましたように、

道の駅や海の駅を初めマリンスポーツの拠点としてのポテンシャルを最大に活用しながら、漁

港周辺の活性化の方策を引き続き検討してまいりたいなと思っております。さらに、地域住民

の方々から日用品などの買い物などができる店舗がほしいとの声もありますので、今後こうし

たニーズの対応策につきましても検討してまいりたいなと思っておるところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 現在、避難路整備とか震災対策が行われているんですけれども、その現

在の整備だけではやっぱり緊急時にしか対応できない、要は避難路になれば何かあったときに

そこを通っていく、水門にしても津波を防ぐとか、そういう話しかないんだというふうに思い

ます。そういう意味では、今こそその震災対策とあわせてやっぱり住民に対して貢献できるよ

うな施策っていうのが必要なのかなというふうに思います。また、あと浜田・須賀地区の海産

物への支援策もやっぱり強化すべきだと。居住人口の増加策も町内会の維持のために必要なん

だというふうに思いますけれども、やはり震災対策とあわせた整備で予算の関係では難しいと

いうことなんですけれども、では何をその震災対策後の対策をとっていくのか。きょうの中で
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は地区計画制度で新たな定住策ということで、ちょっと見ていくとその地域おこし協力隊、要

は海産物なんかのワカメだったりカキなんかの部分の手伝いをしてくれる人を当然引っ張って

きて、そこの中でそこにあと利府町に住んでもらうんだということになると思うんですけれど

も、その震災とあわせてやっぱり居住対策、地域貢献ができるような対策というのは、今の現

時点ではまだ考えてはいないのでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答えいたします。 

  震災対策とあわせた地域貢献策というふうなことでございますが、確かに浜田・須賀地区に

つきましては、これまでノリとかカキ、ワカメといった水産業を中心に生計を立ててきた歴史

があります。ただし、水産漁業者従事者の高齢化と後継者不足が進んでいる現状というふうな

ことになっております。町といたしましても、この若い年代層の担い手を育てるとともに雇用

の場としての拠点整備が不可欠であるのかなと思っております。先ほどの答弁と繰り返しにな

りますが、市街化調整区域の中でも新しい住民として住むことができる仕組みづくりとしての

地区計画の運用、あるいは地域の担い手として地域づくり協力隊制度の活用、そして地場産業

の育成や雇用の場となる道の駅、海の駅といった拠点づくりなどを進めてまいりたいなという

ふうなことを思っております。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） まちおこし協力隊、きょう答弁に出てきたのでちょっと当初なかったん

ですけれども、まちおこし協力隊というのはやっぱり海のワカメであったり、カキであったり

の部分の継続してやっていくためにやっぱり利府町に来てやってもらうんだというのがまず一

つの考え方があるのかなというふうに思います。ただ、やっぱりあそこの地区の世帯数がふえ

なければ、やはり人口増加はあり得ないのではないのかなというふうに私は考えます。もとも

とやっぱり、以前は３世代、４世代同居という中で須賀も浜田も当然あったわけで、それが今

核家族化になって、みんなやっぱりいるのは高齢者世帯ということで、その分だけでも人口は

もう半分以下になっていると思うんです。そして、この前の６月議会でもありました、やはり

出生率の関係でどんどん下がっていくと２世代違うともう人口は半分になるんだよというのが

この前私は言いました。それと同じように、今の須賀・浜田の中でその産業としてその海産物

の関係でどんどん広がっていけばいいんですけれども、ＴＰＰではありませんけれども、要は

大規模化、効率化したらそこに住む世帯数がもう減ってしまうんだということがあるんだとい
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うふうに思うんです。だから、その部分をやっぱり対応していかなきゃならないというふうに

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 政策課長。 

○政策課長（小幡純一君） お答え申し上げます。 

  事業の大きくしたらいいんじゃないかというふうなお話しでございますが、先ほど申し上げ

ましたように、後継者不足なんかもございますので、その辺の対応策なんかも踏まえながら、

やはり地域住民の方々の意向というものもございますので、その辺一緒になってどうしたらい

いのか考えながらまちづくりをやっていくというのも大事なことなのかなと思っておりますの

で、地域の方々と一緒になって進めていければなというふうなことを思っております。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 町長に聞きます。住み続けられる浜田・須賀地区をつくり上げるために、

用途地域等の縛りを乗り越えた対策を打ち出さなければ何もしないのと一緒であります。縛り

があるのであれば、縛りを取り除き、着実に前進していかなければならないと思いますが、い

かがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） 木村議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  浜田・須賀地区のこの人口増加策についてでございますが、この浜田・須賀に限らず利府町

はほとんど人口増加は大きく望めません。これ以上望めない。なぜなら市街化調整区域です。

市街化区域は満杯です。今、新中道区画整理事業で260戸を間もなく販売します。それ以外は大

規模な開発はありませんから、ほとんど市街化区域がない状態であります。今、国に対してそ

の調整区域の緩和を再三要望しております。この浜田・須賀も調整区域のために、例えば後継

者がいなければそのまま消滅する。そういったことで、どんどん減っていきます。ですから、

国に対して市街化調整区域の緩和と、それから文化財保護区の緩和を要望しているのですが、

ただ残念ながら国に直接要望しても今ほとんどの自治体で人口減少です。利府のように人口増

加している市町村は少ないんです。逆に、町長さんそれは贅沢な悩みです、明らかに官庁から

そういうふうに言われています。ですから、何とか再三再四に国会議員、あるいは国を通じて

調整区域の緩和、それから農振区域の緩和、規制緩和をいろいろ要望している段階であります

が、なかなかこれがクリアできないと須賀・浜田初め調整区域の多い利府町の東部については、

ほとんど増加が見込めないアンバランスな今行政が続いているということでございますから、
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どうか議会の皆さん方におかれましても行政と一緒になって、この市街化調整区域の緩和、そ

れから農業振興地域の緩和、それから文化財保護区の緩和について、町と一緒になって国に訴

えないと、このままずるずるべったり人口が減っていく、ふえない状況に続いている、非常に

危機的な状況であるということを議会の皆さんも認識していただきながら、みんなで国に対し

て要望しなければ利府町は人口これでストップするということを御理解をお願いします。もち

ろん、浜田・須賀もこのまま消滅可能性になる可能性があるということでございます。そうい

った中で、我々はどうすればこの活性化になるかについて苦慮しながら将来に向けて努力をし

ていきますから、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 木村範雄君。 

○６番（木村範雄君） 利府町は、地域により急激な高齢化の進展による限界集落化や老年人口

比率の上昇、総人口の大幅減少による消滅可能性の懸念が示されています。この震災復興対策

とあわせて、今こそ対応する施策を打ち出さなければなりません。私たちは地域の皆様と一緒

になって、安全に安心して住み続けられる地域づくりに頑張ることを表明して９月議会の一般

質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（櫻井正人君） 以上で６番 木村範雄君の一般質問を終わります。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  再開は13時といたします。 

     午前１１時５６分  休 憩 

                                            

     午後 ０時５５分  再 開 

○議長（櫻井正人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、２番 西澤文久君の一般質問の発言を許します。西澤文久君。 

     〔２番 西澤文久君 登壇〕 

○２番（西澤文久君） このたびの台風10号により、大雨で被害で亡くなられた方々の御冥福を

お祈り申し上げますとともに、被災被害されました皆様に心からお見舞い申し上げます。 

  さて、２番 公明党の西澤文久でございます。今定例会には、２点について通告しておりま

すので、通告順に御質問いたしますのでよろしくお願いいたします。 

  初めに、１、がん予防対策について伺います。 
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  生涯に乳がんを患う日本女性は、現在12人に１人と言われています。また、乳がんで亡くな

る女性は、2013年に１万3,000人を超え1980年と比べて約３倍にもなっています。厚生労働省が

発表した人口動態統計では、2014年の乳がんによる死亡数は１万3,240人で、残念ながら増加傾

向になっています。年齢別に見た場合、胃がんや肺がん、大腸がんのように年齢が高まるとと

もにふえるがんとは異なり、乳がんは30代から増加し始めて40代後半から50代前半にピークを

迎え、比較的若い世代が多くなっています。このため、若いときから関心を持つことが大事に

なります。欧米などでは検診受診率の向上により早期発見がふえ、死亡率が年々減っています。

その一方で、日本では国が定期的な検診受診率を推奨しているものの、乳がん検診受診率は経

済協力開発機構加盟国30カ国の中で最低レベルに位置し、年々死亡率は増加傾向にあります。

世界一のがん大国でありながら、世界で一番がんについて無知な国であることを有識者は訴え

ております。乳がんは早期発見により適切な治療が行われると良好な経過が期待できます。日

本女性の場合、乳がんにかかる数は乳がんで死亡する人の数の３倍以上となり、これは乳がん

生存率が比較的高いことと関連しています。早期の発見に必要なことは、自分の胸の状況を見

て、触って、知っておくことでささいな変化に気づくことができるようになります。若い方は

乳腺が発達していますので、マンモグラフィーは適していません。このため、20代から月に１

度はセルフチェックを心がけることが大切です。40代を超えたら２年に１度乳がん検診を受け

ることが国の指針で進められています。このときに自分の胸の状態を知るためにも、マンモグ

ラフィーにより検診を行うことが必要です。記憶にも新しいと思いますが、昨年９月タレント

の北斗 晶さんが乳がんを発症し手術するという報道がありました。ここで注目されたのが、

北斗 晶さんは毎年がん検診を受け、必要な時期にマンモグラフィーを受検していたことにあ

りました。なぜ発症したのか、指摘されていた理由としては、１つ目に進行の早いタイプのが

んだったこと。２つ目に、できた場所が見つけにくい場所だったこと。３つ目は、そもそも100

％確実な検査はないということでした。マンモグラフィーによる乳がん検診が一般的になって

から数年になりますが、実は乳がんによる死亡率は減少はしていません。さまざまな啓発活動

を通じて乳がんやマンモグラフィー検診の認知度は高くなりました。一方で、マンモグラフィ

ー検診だけを受けていれば万全という誤解も生んでしまったのかもしれません。乳がんの早期

発見には、マンモグラフィーと併用で超音波活用が必要です。さらに、セルフチェックも大切

だと思います。乳がんの早期発見のためには、定期的に受ける定期検診と日ごろから自分で行

う自己診断をあわせることが最も重要です。家事に、育児に、仕事に、奮闘しながら家庭の太
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陽として生きている女性の命を守ることが大事だと思います。そこで、町の考えを伺います。 

  （１）本町では、乳がん検診前の20から30代を対象としたがん予防対策をどのように行って

いるのか。 

  （２）今後の乳がん検診受診率目標を立てているのか伺います。 

  （３）がん検診推進事業を設けていますが、具体的な取り組み内容について伺います。 

  次に、２番、食品ロス削減に向けてについて伺います。 

  食べられる状態なのに捨てられ、食品ロスは家庭やスーパーマーケット、ホテルやレストラ

ンなどあらゆるところで見受けられます。農林水産省によると、日本では年間2,797万トンの食

品廃棄物が発生しており、このうちの４割近い632万トンが食品ロスと推計されています。既に

先進的な自治体では、さまざまな食品ロス対策が行われてきている。長野県松本市は、宴会の

食べ残しを減らすため乾杯後の30分と終了前の10分は自席で食事を楽しむ、30・10運動を進め

ています。また、ＮＰＯの活動としては消費期限が迫った食品を引き取り、生活困窮者へ無償

提供するフードバンクが有名であります。東京五輪が開催される2020年を目指し、世界の模範

となるよう国を挙げて先駆的に地方公共団体が連携し取り組むべきだと思います。そこで町の

考えを伺います。 

  （１）本町においても、まずは学校や幼稚園、保育所など教育施設における学校給食や食育、

環境教育などを通じて食品ロス削減のための啓発を進めるべきであると思いますが、どうか伺

います。 

  （２）家庭における食品在庫の適切な管理や食材の有効活用の取り組みを初め、飲食店等に

おける飲食店で残さず食べる運動や持ち帰り運動の展開など、町民、事業者が一体となった食

品ロス削減に向けての取り組みを進めることが重要だと思います。そこを伺います。 

  （３）本町の災害備蓄食品については、これまでは消費期限後に廃棄してきたと思われます

が、今後は未利用備蓄食品の有効活動の観点から、例えば消費期限６カ月前などにフードバン

ク等へ寄附等を検討してはどうか伺います。 

  以上の２点です。よろしくお願いします。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について、当局、答弁願います。 

  １、がん予防対策について、２、食品ロス削減について、いずれも町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ２番 西澤文久議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目の乳がんのがん予防対策についてでございますが、（１）の乳がん検診前の20代か
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ら30代を対象としたがん予防対策についてでございますが、現在、20代から30代だけの方を対

象とした直接的な事業は実施しておりませんが、乳がんの早期発見は比較的治癒率が高いがん

とも言われており、議員御指摘のとおり自己検診法を習得していただくことが一番と考えてお

ります。このことから、町内の公共施設に自己検診法の周知啓発のステッカーを張り啓発を行

っているほか、住民検診チラシへの掲載、あるいは十符の里フェスティバルにおいて乳がん触

診モデルを使った自己検診法の普及など啓発を実施しているところでございます。 

  （２）の今後の乳がん検診受診率目標についてでございますが、平成24年度から今年度まで

の第２期健康日本21利府町計画におきましては、乳がん検診の受診率を80％以上にするという

目標値を掲げております。なお、平成27年度の受診率は83.4％となっており、目標値を達成し

ているところでございます。 

  （３）のがん検診推進事業の具体的な取り組み内容についてでございますが、本町では国の

新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業に基づきまして、がん検診の受診促進とがん

の早期発見、正しい健康意識の普及啓発等を目的といたしまして各種事業を実施しており、具

体的な取り組みといたしましては子宮頸がん検診は20歳の方々全員に、乳がん検診は40歳の方

で検診を申し込みされた方に無料クーポン券と検診手帳を送付しているところでございます。

このように受診を勧奨することで検診の受診を促進して、がんの早期発見につながるため今後

も国のがん予防重点教育及びがん検診実施のための指針、これに基づきまして、がんの予防及

び早期発見の推進を図って、がんの死亡率の減少に努めてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いを申し上げたいと思います。 

  次に、第２点目の食品ロス削減に向けてについてでございますが、（１）の食品ロス削減の

ための啓発についてでございますが、小中学校の児童生徒に対しまして栄養教諭等が食育の指

導の中で、給食で使用している食材についての理解を図る活動を行っております。また、小学

校では保護者の方々を対象とした給食試食会等で子供の食材の好き嫌いをなくすよう家庭での

啓発を図りまして、食品ロス削減に努めております。また、食育ボランティア団体のキャベツ

クラブの協力をいただきまして、主に小学生を対象に食料自給率に関連づけた残菜のリサイク

ルの話、あるいは食べ残しの軽減の指導等も行っております。さらに、町内認可保育所におき

ましても県が実施している「はやね・はやおき・あさごはん推奨運動」の一環として、食育活

動を実施してきているところであります。具体的な取り組みといたしましては、ふれあい館の

会員を保育園に招いて園庭で栽培する野菜の育て方の実演指導を受けるほか、野菜博士から野
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菜にまつわるお話しを聞く時間などを設けております。実際に園庭で栽培した野菜は、植えつ

けの収穫まで子供たちに自身で世話して給食等で実際に食べることで食べ物の大切さを学んで

いるところでございます。また、栄養士が毎日給食の時間に各保育室を巡回して、子供たちの

食べ進める様子を確認し、栄養面をクリアしつつ子供たちの嗜好も考慮して献立を取り組むな

どの工夫をして食品ロスを減らすような対策を行っております。今後も食品ロス削減に向けま

して、食の重要さと食べ物を育む自然に感謝する心の指導を家庭と一緒に取り組んでまいりた

いと考えております。 

  次に、（２）の町民事業者が一体となった食品ロス削減に向けた取り組みについてでありま

すが、まず一般家庭での食品ロスとして野菜や肉類等の過剰除去や、冷蔵庫等の期限切れ食品

などが考えられ、飲食店等では食べ残しが主なものと考えられますが、農家の方々が丹精込め

た育てた農産物が消費されずに捨てられてしまうのは大変残念なことであります。今、西澤議

員御提案の飲食店で残さず食べる運動や、持ち帰り運動などの取り組みについては食品ロス削

減に大いに有効であると考えております。また、農産物等をおいしく残さず食べていただくた

めに、一人一人がもったいないという意識を持つことが必要ではないかと考えております。町

といたしましても、今後食品ロス削減に向け農林水産省の取り組み、あるいは先進の事例等も

参考にしながら町民に対しての啓発や事業者とどのように連携が可能かどうかについて調査研

究していきたいと考えております。 

  （３）の災害備蓄食品の有効活用についてでありますが、災害備蓄食品につきましては、予

期せぬこの災害発生の備えとするものでありますことから、地域防災計画では町民や企業に対

して最低３日分の食料と飲料水の備蓄を求めているところであります。町でも同様に目標を掲

げているところであります。これまで、町において災害備蓄食品の取り扱いについては、大雨

等により避難された方々、あるいは町の総合防災訓練、各自主防災組織による訓練に対して賞

味期限の近いものから有効的に活用しているところでございます。御提案の消費期限前の防災

備蓄食品をフードバンク等に寄附してはという西澤議員の御提案でございますが、御承知のと

おり災害時においては物資の調達や輸送が非常時のようには実施できないという状況にかんが

み、消費期限が切れるまで一日も長く備蓄しておくことが災害に対する備えとして重要である

と考えております。今後の検討課題の一つとしてまいりたいと考えておりますので、御理解を

お願いを申し上げたいと思います。 

  以上でございます。 
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○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 初めに、１のがん予防対策について再質問をいたします。 

  日本人女性が一番多く発症するのは乳がんですが、自分で発見できる唯一のがんでもありま

す。しかしながら、乳がん検診は検診受診率が非常に低い状況にあります。がんによる死亡者

数を減少させるためには、がん検診の受診率を向上させ、がんを早期に発見することが重要で

す。乳がんは早期に発見すると、がんが治る率は約90％であり、怖い、痛そう、恥ずかしい、

または日々の生活の多忙さから検診から遠ざかっている方には、まず月１回程度の自己検診を

行うことが最も好ましいことと思います。また、定期検診を受診しているから安心と思う方も

乳房の異常に早く気づくためにも月１回程度の自己検診が予防対策として効果的だと思います

が、いかがでしょうか伺います。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 西澤議員の再質問にお答えいたします。 

  乳がん検診の中での自己検診の実施についてということでございますが、御質問にもござい

ましたとおり乳がんは自己発見できる数少ないがんの一つであるというふうに言われておりま

す。このことからも御指摘のとおり、月１回程度自己検診することはがんの早期発見にもつな

がるということで大変有効な手段ではないかというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 自己検診用の乳がんグローブをここで提案いたします。これは議長の許

可をいただいていますので、紹介いたします。これが乳がんグローブです。これを自分で自分

の胸に当てて、自分で検診します。乳がんグローブは、手にはめると指先の感覚がすぐれて的

確であり、髪の毛１本分の凹凸までわかるようになります。より小さい病変にも気づける可能

性が高くなり、月１回の自己検診により自分で自分を守ることができると思います。そこで、

乳がんグローブで機会を見て定期検診を受ける意識が高まると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答え申し上げます。 

  乳がんグローブということで御紹介いただいたわけでございますが、私も初めてそういった

ものがあるというのは耳にした次第でございます。その乳がんグローブの効能については、今

御紹介いただいたところでございますが、その有効性というものについてはちょっとまだよく

わからないところでございます。ただ、自己検診をするという一つのきっかけであったり、啓
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発であったり、あるいは定期的な自己検診導入の一つのきっかけになるのではないかなという

ふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） こうした乳がんの早期発見、検診の受診啓発のために東京都北区健康生

きがい課では、乳がん早期発見のための自己検診を勧めるために乳がんグローブを毎年5,000

枚購入し、北区商店街連合会の協力のもと、病院や下着を扱うお店、スポーツジムなどに置い

ていただき、若い世代の皆様に無償で配付しております。また、東京都豊島区で導入のきっか

けになったのは、乳がん検診は若くても30代からで、働く20代の女性の健康を守る施策として

取り入れたようです。そこで、本町でもこのような取り組みはできないものでしょうか、伺い

ます。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答え申し上げます。 

  ただいま御紹介いただいた取り組みにつきましては、乳がんの自己検診の大切さ、そういっ

たものを啓発するための取り組みの一つではないかというふうに思われます。特に最近では、

先ほど御紹介ございましたように乳がんの罹患の方がマスコミで取り上げられまして、関心も

非常に高まっているところでございます。町といたしましても、自己検診の普及啓発が必要と

考え、先ほど町長の答弁にもございましたように、ことしの春に町で所有しております公共施

設のほうの女性用のトイレに自己検診用の啓発のステッカーを張らせていただいて、自己検診

をやっていただくことについて啓発のほうをさせていただいているところでございます。その

ほかのイベントで、触診モデルを使いまして実際にがんがどんなものなのか、触っていただい

て体験していただくということで自己検診をできるだけ啓発するということで取り組んでいる

ところでございます。御紹介いただいたそのグローブの無料配付につきましても、そういった

自己検診の啓発の一環であるかなというふうに考えておりますので、そういったものも含めて

やはり若い世代の方のがんに対する関心が高まっているということを踏まえて、有効な啓発の

方法についても今後も検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 病院の外科の先生によると、年齢と乳がんの関係を見ると若年性乳がん

の中でも特に20代以下では30歳以上よりもステージ３以上の進行度が多く、これは若い女性が

乳がん検診を受ける機会がなく、気づいたときには腫瘍が大きくなっているケースが多いとい
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うことでした。そして、乳がんの悪性度が高くリンパに転移が多いことから見られます、さら

に妊娠された方や出産後の方たちは、乳がんの中でもほかの患者さんに比べるとステージ４に

なるケースが多いということです。これは、妊娠期、授乳期に乳がんの発見がおくれてしまう

ことを示しているようです。20代で検診の機会がない方、育児や日々の生活で時間のとれない

方が自身を守るためのきっかけづくりのためには大事だと思います。そこで、本町においても

乳がんグローブを予防対策として無料配付し、女性の命を守る施策を取り入れる考えはないで

しょうか。再度質問いたします。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答え申し上げます。 

  乳がんグローブの無料配付ということでございますが、乳がんの自己検診のきっかけづくり

には御指摘のように有効な手段の一つであるということは私も理解はできるところでございま

す。しかしながら、定期的に自己検診をすることがやはり最も大切だということで考えている

ところでございます。無料配付という手段も方法の一つではあるかとは思いますが、自己検診

がやはり習慣化し継続しないとやはり早期発見であったり予防にはつながらものというふうに

思われますので、自己検診の大切さ、それをやはり習慣化して継続することの大切さ、そうい

ったことについて啓発をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 乳がん検診への意識を高める方法としまして、乳がんグローブの活用は

自己検診を簡単かつ手軽に行うものであり、早期発見やがん検診の受診のきっかけになると思

います。若い世代の乳がんの特徴は、その進行が速いことであり、日ごろの自己検診が乳がん

の早期発見に有効だと思います。そこで、本町のがん検診の対象でない20代から30代の方にも

取り組んでいただけるよう、広報、ホームページなどで自己検診の方法について周知する考え

はありますか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  乳がんの自己検診の普及啓発につきましては、担当課といたしましても必要だということで

啓発ポスターを添付したり、あるいはイベントで実際に触診モデルを使って体験していただい

たりということで取り組んできたところでございます。その上で、やはり非常に関心が高いと

いうこともございまして、町のほうといたしましても広報紙にできるだけわかりやすい簡単な
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図柄のようなものを使った広報をしてまいりたいということで、町のほうでも検討していると

ころでございましたが、著作権の問題そういったのがあり現実にはまだ広報紙への掲載あるい

はホームページへの掲載には至っていないところでございました。御指摘のように、我々とし

ても大変そういったことの啓発は大切であるというふうに考えておりましたので、有効な広報

紙への掲載、ホームページへの掲載について検討してまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 私は薬局に行って、先ほど提示した乳がんグローブを購入しました。薬

局の方によると、この商品を知っている人はほとんどいません。初めに、この商品の名前を言

われたとき、ぴんときませんでしたと言っておりました。若い世代の女性の命を守るためにも、

乳がんグローブによる自己検診啓発活動に取り組むことが重要だと思います。そこで、リスク

の高い妊娠、授乳期などの若い世代の方に乳がんグローブの活用を周知する考えはないでしょ

うか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 乳がんグローブの周知ということでございますが、乳がんグ

ローブにつきましては私も今回初めて耳にした次第でございまして、まだまだ一般の方に対す

る認知度というものは低いものであろうというふうに考えております。今後、御紹介いただい

たグローブの有効性、そういったものについては確認をしてまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 次に、（２）番に移ります。 

  国の目指す乳がん検診の受診率の目標は50％であります。また、高校卒業後の女性の方もま

れではありますが乳がんになられた方がいらっしゃいます。そこで、本町でも受診率の目標は

ただいま町長からの答弁で80と伺いました。がん検診の内容チラシなどイベントで配布するな

ど、検診率向上に向け取り組む考えはないでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答えいたします。 

  がん検診の受診率の向上についてということでございますが、先ほど町長の答弁で80数パー

セントということでお話しをさせていただいたところでございます。そちらにつきましては、
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27年度の実績値でございまして、28年度は現在受診の申し込みを受け付けている段階にござい

ます。26年度から27年度を比較してみますと、受診率2.8ポイントほどアップしておりました。

やはりこういったものにつきましては、やはりマスコミでそういった乳がんの若い世代の罹患

が発生しているとかそういったのがあって、やはり受診率がアップしているものではないかと

いうふうに考えております。28年度につきましても、まだ申し込みを受け付け中ではあります

が、昨年度と比較しまして既に200件を超える申し込みが届いている状況でございますので、や

はり住民の方々のがん検診に対する意識は高まっているのではないかなというふうに考えてい

るところでございます。先ほどの答弁にもございましたように、町のほうの各種の検診のチラ

シに、がん検診に対する勧奨であったり、あるいはイベントでがん検診に対する大切さという

のを啓発しているところでございますので、引き続きがん検診の受診率の向上に向けた啓発を

続けてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） （３）に移ります。 

  がん検診を推進するための対策としまして、本町で取り組んでいるがん検診無料クーポン券

やがん検診手帳の配付、個別通知による受診を積極的に勧めるのが大事だと思います。そこで、

国の指針で定められている乳がん検診対象者年齢を40歳以上の対象年齢を10歳引き下げ、30歳

以上の女性を乳がん検診の対象として取り組む考えはないでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） お答え申し上げます。 

  乳がん検診につきましては、現在国のがん検診のための指針に基づきまして、御質問にもご

ざいましたとおり40歳以上を対象として検診を実施しているところでございます。ただ、国の

ほうにおきましても30歳代につきましては罹患率が上昇傾向にある、そういったことから自己

触診、自己検診の重要性あるいは異常時の早期発見の指導を掲げているところでございます。

町といたしましても、これらの指針に基づきまして自己検診、そういったものを啓発をしてま

いりたいというふうに考えておりますので、30歳への検診の年齢の引き下げにつきましては、

これまでどおり国の指針に基づき40歳以上を対象として実施していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 私もがん経験者の一人です。何回か一般質問をさせていただきました。
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がんの怖さ、痛さ、本人と家族のつらさはよく知っております。男女問わずこれからも町民の

皆様の命を守るためにも、がん検診を受けることで早期発見につながることを訴え続けてまい

ります。 

  では、次に移ります。大きい２番目の食品ロス削減に向けてについて再質問をいたします。 

  食べ物をつくってくれた人の感謝や資源の大切さを子供のころから学ぶことも重要でありま

す。保育園で実施されている栄養指導に食品ロス削減の観点から、食べ物に対する意識を持っ

てもらうことも大切です。さらに、学校での食育環境教育の中で、世界の状況や日本の自給率

の低さ、本町の保育園、小中学校の給食残渣が飼料に変えていることなど、取り上げていただ

くと子供たちの意識も変わりますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。そこで、学

校給食で発生した食べ残しや調理くずなどの食品廃棄物の発生量につきまして、学校１校当た

りの数値について把握しているのか伺います。また、食育としての給食の位置づけやその他も

ったいない精神を育むものとして取り組んでいる授業や体験活動等を町は進めているのか。そ

して保育園、幼稚園児を対象とした食育等の環境教育の現状はどうなのか伺います。 

○議長（櫻井正人君） 教育総務課長。 

○教育総務課長（菅野 勇君） お答えいたします。 

  まず、食品の残菜率でございますが、給食センター２カ所におきまして提供した日ごとに統

計等をとっておりまして、それを月ごと、あと学校ごとというふうな形でその残菜率等は把握

しております。それで、実際全般的なやつなんですが、データから言いますと平成26年度は15.8

％、27年度が15.2％ということで、９校ございまして、その中で27年度なんですが11.3％から

多いところで18.7％というふうな形がございました。それで、実際給食御存じのとおり、やは

り児童生徒の栄養価とかそういうものを重点的にお出しするというか提供する、そういうふう

な観点で提供するもので、好き嫌いという分類もございます。それで、これが全般的なわけで

はございませんが、一般論としましてどうしても最近和食系の味はちょっと人気がないようで、

中華、洋食だと残菜率がちょっと少ない傾向があります。ということで、そこら辺も含めてや

はり和食の持つそういうふうな栄養価とか必要性、そこら辺も今後取り組むということで、ま

た御質問にありました食に関する指導ということで、これは学校と給食センターが連携した形

で各学校も授業日数とかいろいろございますが、その中でいろいろ学級活動なり生活科とか家

庭科とか、いろんな時間帯を利用させていただきまして、各学校年間10回以上のその食に関す

る指導というふうな形でいろいろ理解を深めていただく取り組みを行っております。それで、
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一番なのは低学年でいきますと好き嫌いをなくすための勉強とか、あと朝食の大切さ、あと子

供たち児童生徒だけじゃなくて保護者を交えました試食会とかいうような形で、あと実際つく

っております給食センターを見学していただいたりというふうな形で、いろいろこの食の大切

さについて一応御理解をいただくという。あと、食べ残しのもののリサイクルの活動状況等も

含めて機会あるごとにいろんな団体の御協力も得ながら取り組んでおります。一生懸命やって

おりますが、なかなかこれというふうな決まり手というか、対策がちょっと今ないんですが、

あくまでも今後ともそういうふうな残菜を減らすように学校にいる給食主任とか、あと給食セ

ンター一丸となって減らす方向で取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  保育園や幼稚園での食育教育の現状でございますけれども、まず第一に、子供たちが食事を

楽しむこと、これが一番大事だと思っております。先ほど教育課長のほうからもお話しありま

したけれども、何でも好き嫌いなく旬の野菜、食材を味わってもらうこと、それが食育の第一

の大切さというふうに思っております。自然の恵み、そして収穫した野菜、果物、そして多く

の食材の名前を覚える。これも幼児期の食育教育の一つだというふうに思っております。先ほ

ど町長のほうからも答弁させていただきましたけれども、実際に保育所、幼稚園では園庭で野

菜を育てております。その体験を通しまして、食べ物のありがたみ、それから栽培した農家の

皆さんへの感謝の気持ち、そういうふうなものが芽生えまして、少しでも食べ物の大事さ、そ

ういうものを体験から理解していただければいいかなというふうに思っています。また、家庭

での食育を高めていただきたいということで、保護者に対しても各保育所では保育参観時に給

食試食会を実施しておりまして、子供たちが食べている食材を一緒に食べていただいておりま

す。それから、利府町では地場産米を給食に取り入れておりまして、完全な給食を実施してお

りますので、そういう際にも利府町の安心・安全な米の提供、そういうものも保護者の皆さん

にお伝えをしながら乳幼児期の食事の大事さ、そういうふうなものも同じ試食会でお伝えをさ

せていただいております。また、ホームページ等で保育所、幼稚園のみならず、忙しい保護者

が家庭ですぐに手軽につくれるようなレシピなども、保育所でつくっている給食のレシピなど

も公開をしておりまして、保護者に対する食育の関心も高めているところでございます。また、

保育所につきましては、ある程度当日手づくりでつくるということもありまして、人数分の食
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事を提供しておりますので、大きな食品ロスというものは発生していないというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） （２）に移ります。 

  食品ロスは、食料資源を無駄にしているという食生活の面での問題点に加え、大量廃棄によ

り処理段階で負荷を与え、食品に含まれる成分が焼却炉の発電効率を下げる原因になるなど、

環境型社会の形成を進める上でも大きな阻害要因になっていると思います。これはもったいな

いという物を大切にする精神が薄れてきているのが大事な原因の一つであると思います。そこ

で、本町としても食品ロス削減に向けて家庭への啓発活動はもとより、飲食店など食にかかわ

る事業者とも積極的に連携し、食べ物を無駄なく大切に消費するための取り組みを広げていく

必要があると思いますが、町の考えを伺います。 

○議長（櫻井正人君） 産業振興課長。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（伊藤 智君） 西澤議員の御質問にお答えいたします。 

  食品ロス削減に向けての取り組みについてですけれども、町長の答弁にもありましたが、農

産物等をおいしく最後まで食べていただくためには一人一人がもったいないという意識を持つ

ことが必要ではないかと考えております。また、もったいないということが浸透すれば、この

食品ロスを削減できる一歩になると思っております。また、この食品ロス削減を進めるために

は、消費者、事業者、行政が一体となって取り組む必要があると考えておりますが、現段階で

は食品ロス削減事業に本格的に取り組んでいる県や市町村はまだ少ない状況でありますので、

国や県、近隣市町村の状況を踏まえながら、どのような取り組みが有効なのかなども含め事業

内容について関連部署と連携しながら研究してまいりたいと考えておりますので、御理解をお

願いします。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 次に、３番に移ります。 

  町内会の防災訓練で炊き出しをします。また、本町の総合防災訓練でも炊き出しします。そ

のとき、パックに入っている御飯とカレーをお湯にいれて御飯にかけ、参加した人に配り、一

旦お湯に入れたら２、３日はもちますが過ぎたらだめになります。余れば役員とか手伝った人

に分けます。それでも余ったら捨てるそうです。やはり、捨てることなく調整をしながら、工
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夫をしながら実施することが大事だと思いますが、町の考えをお伺いします。 

○議長（櫻井正人君） 生活安全課長。 

○生活安全課長（村田政文君） お答え申し上げます。 

  防災訓練での炊き出し訓練におきましては、当日訓練参加者の見込み数に応じまして備品、

食品数を調整してきております。また、供給訓練といたしましても飲食していただいておりま

して、防災意識の向上にもつながっているところでございます。こうしたことから、消費期限

切れを迎える災害備蓄食品につきましては、各防災組織訓練において有効に活用いただいてい

るものと思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 西澤文久君。 

○２番（西澤文久君） 最後に、廃棄食品が転売される事件が発生しておりました。食品廃棄物

が多い実態が明らかになった現在、農林水産省を中心に食品ロス削減国民運動が展開されてい

る中、国民の関心度が低い現状であります。また、食品ロスの削減に向けて賞味期限が近く、

通常販売が困難な食品等をＮＰＯ等が引き取って福祉施設等へ無償提供するフードバンク活動

が展開されております。そこで、フードバンクへの支援や連携、協働を図るべきと思いますが、

町の考えを伺いまして私の質問を終わります。 

○議長（櫻井正人君） 生活安全課長。 

○生活安全課長（村田政文君） お答え申し上げます。 

  災害備蓄食品につきましては、災害発生時の貴重な食料になるものでございます。こうした

ことから、先ほど町長が申し上げましたとおり消費期限が切れるまで一日も長く備蓄しておく

ことが災害に対する備えとして重要になるものと思っております。フードバンクにつきまして

は、消費、賞味期限ですか、が切れていないことの条件等があるようでございますので、今後

の検討課題として捉えていきたいというふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 以上で２番 西澤文久君の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

  再開は14時といたします。 

     午後１時４５分  休 憩 
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     午後１時５７分  再 開 

○議長（櫻井正人君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、７番 土村秀俊君の一般質問の発言を許します。土村秀俊君。 

     〔７番 土村秀俊君 登壇〕 

○７番（土村秀俊君） ７番 共産党議員団の土村でございます。 

  まず最初に、ちょっとお願いがあるんですけれども、町長から答弁をいただいた後に再質問

するわけですけれども、質問事項の２から再質問をしたいというふうに思うんですけれどもよ

ろしいでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 質問事項の変更を許可します。 

○７番（土村秀俊君） 最後までたどり着けないとちょっと大変なので。一番最後にちょっと大

事な質問を、ちょっと私のせいなんですけれどもやってしまったもので、済みません。では、

よろしくお願いします。 

  それでは、質問事項の１からです。介護予防、新総合事業の取り組みについてということで

す。 

  （１）介護保険法の改定により要支援１と２の認定者に対する介護予防、生活支援サービス

等は平成29年４月から利府町が実施する総合事業に移行します。町はこの事業の実施には、事

業所以外にもＮＰＯ団体やボランティアも視野に入れてサービス提供を行っていくと去年の６

月議会で答弁をしておりました。いよいよ半年後には事業が始まるわけですけれども、要支援

者の要望に対して十分なサービスを提供できる体制の整備は進んでいるのかどうか伺います。 

  （２）総合事業の移行に当たっては、サービスの内容や利用方法、料金の負担などについて

制度内容をしっかり説明し利用者に不安を与えないようにする必要があります。特に、現行の

利用者に対しては、サービス内容や費用負担がどう変化するのかを丁寧に説明をし、納得して

もらう取り組みも必要であります。これらの説明周知、意見交換などの方策を今後どのように

実施していくのか伺います。 

  質問事項の２です。利府町子ども・子育て支援事業計画の取り組みについて伺います。 

  平成27年度に子供を産み育てやすい環境づくりを推進するため、５カ年の計画で利府町子ど

も・子育て支援事業計画を策定しました。この中には、さまざまな子育てに関する事業が計画

されております。そこで、以下の点について町長の考えを伺います。 

  （１）子ども・子育て支援事業計画では、児童の社会的活動の場となる児童センターの整備
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を目指すとともに、児童館については中学校区に１館の整備を図るとありました。現在、利府

西中学校区で西部児童館が整備されましたが、ほかの２つの中学校区については未整備であり

ます。計画の中で児童館の重要性を指摘していることも踏まえて、未整備地区について早急に

取り組む必要があると思いますが、今後どのように児童館を整備していく考えなのか伺います。 

  （２）町内の児童クラブの利用状況は、年々増加傾向にあります。対象者は、対象児童です

ね、平成27年度からは小学４年生、今年度からは５年生まで拡大しており、平成29年度からは

小学校６年生まで対象学年を拡大します。児童クラブは、児童が放課後あるいは長期休業、夏

休み、冬休みです、などに安全で楽しく充実した生活が過ごせる貴重な場所であります。より

一層の事業の充実が求められておりますので、次の点について伺います。 

  ①平成26年度に利府二小、平成27年度に利府三小の児童クラブを単独の専用施設として新た

に整備しました。それ以外の小学校にも児童クラブの専用施設を整備する必要があるのではな

いか伺います。 

  ②これまで、段階的に対象学年を拡大してきましたが、放課後児童支援員の体制や活動面積、

それから学校施設、体育館や校庭です、これらの利用などで今後１年生から６年生まで長時間

同じ施設内で過ごすことになります。町として快適で支障のない児童クラブの運営にどのよう

に取り組んでいくのか伺います。 

  ③児童クラブの運営は、入所定員を基準に進めておりますが、申し込み児童がふえることで

定員を超過し、詰め込み状態の運営で支障が出る懸念もあります。定員を超える児童クラブを

運営する場合、町は特別の対応を考えているのか伺います。待機児童の解消、そして保育の質

の確保についてどのように考えているのか、あわせて伺います。 

  ④土曜日の児童クラブの実施については、実施場所を集約するなどして毎週土曜日の開所を

行うべきと思いますが、町として検討する考えはないか伺います。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの質問について、当局、答弁願います。 

  １、介護予防・新総合事業の取り組みについて、２、利府町子ども・子育て支援事業計画の

取り組みについて、いずれも町長。 

○町長（鈴木勝雄君） ７番 土村秀俊議員の御質問にお答えを申し上げます。 

  第１点目の介護予防・新総合事業の取り組みについてのお尋ねであります。 

  まず（１）の生活支援サービスの体制整備についてでございますが、この体制整備を進める
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ために、この６月に町内の介護保険サービス事業者等を委員とする通所訪問サービス部会と行

政区長会や民生委員など地域福祉関係団体等の代表者を委員とする生活支援サービス部会、こ

の２つの部会で構成する利府町生活支援体制整備事業準備委員会を設置しております。準備委

員会では、通所、訪問サービスや生活支援サービスについての話し合いをそれぞれ実施してお

り、要支援１、２の方々がサービスを受けながら自立した生活を送ることができるように新た

なサービスの向上に向けて検討を行っているところであります。 

  次に、（２）総合事業への移行に当たっての説明、周知についてでございますが、ことしの

２月に町内７カ所で住民座談会を開催いたしまして、各町内会の代表者等を対象に制度改正の

内容をお示ししながら、高齢者支援に対する地域の課題や御意見を伺っております。また、広

報りふ９月号に介護保険の制度改正、新総合事業に向けての町の取り組みについて掲載するな

ど、平成29年の４月の事業開始までの間、継続して町民への周知を行ってまいりたいと考えて

おります。加えて、10月からは地域包括支援センターを２カ所に増設いたしまして、高齢者の

総合相談体制の強化を図っているところであります。今後さらに、新総合事業開始に向けまし

て地域包括支援センターと連携して要支援認定者本人及びその家族の方々に対しまして、十分

な説明を実施いたしまして不安なく必要なサービスを利用していただけるように努めてまいり

たいと考えておりますので御理解をお願いしたいと思います。 

  次に、第２点目の利府町子ども・子育て支援事業計画の取り組みについてでございます。 

  （１）のこの児童館の整備についてでございますが、本町の子ども・子育て支援事業計画に

おきましては、中学校区ごとに１館の整備を図ることといたしまして、利府西中学校区につい

ては平成23年４月に西部児童館を開館したところであります。また、利府中学校区についても

現在整備を進めている文化複合施設が開館した後の施設の跡地利用として、現在の公民館を活

用して児童センターとして開館する計画といたしております。なお、しらかし台中学校区にお

きましては、平成31年度までの現計画には予定しておらず、次回計画策定時に場所等を含めて

検討をしていきたいと考えております。 

  （２）の①、児童クラブの専用施設の整備についてでございますが、まず、利府第二小学校

と利府第三小学校児童クラブにつきましては、施設の老朽化と児童数の増加によって待機児童

が発生したことから、児童の放課後の居場所としての環境整備が必要不可欠となりまして、専

用施設として緊急に整備を進めたところであります。また、その他の児童クラブにつきまして

は、学校の体育館内のミーティングルームや葉山のペアきっず、生涯学習センター内の施設を
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活用して実施をしているところであります。９月現在では、待機児童は発生していない状況に

なっております。平成29年度以降の登録児童についても、各学校の児童数から見て待機児童が

多く発生する児童クラブはないものと判断しております。児童クラブの専用施設の整備につい

ては、現在のところ予定してはおりません。 

  ②の小学１年生から６年生まで、同じ施設で過ごすことについての御質問でございますが、

対象児童年齢の拡大に伴いまして放課後児童支援員には年齢に応じた保育に努めていただいて

おります。特に、施設内に仕切りを設けまして活動スペースと学習スペースに分割いたしまし

て、高学年と低学年が別々に利用する方法も取り入れております。また、同学年の子供たち同

士でしかコミュニケーションがとれないことがふえた現代では、逆に高学年の児童が後輩を指

導したり、低学年の児童が先輩を敬うよい機会になるものと期待しているところであります。

できるだけ快適に過ごせる児童クラブの運営に努めてまいりたいと考えております。 

  ③の児童クラブの入所定員の基準についてでありますが、平成26年９月定例会で可決いただ

きました、利府町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例、これを

遵守して定員数を設定いたしまして運営を実施しておりますので、詰め込み状態での受け入れ

は行ってはおりません。 

  ④の児童クラブの毎土曜日の開所についてでございますが、本町では平成23年度から第３土

曜日に各児童クラブを開所しているところであります。その土曜日の利用者数は、過去５年間

で１施設当たり一日平均1.6人の利用となっており、利用者が少ない現状で放課後児童支援員２

人に対して１人または２人の受け入れになるなど、コスト面、運営面から見ても大変困難な状

況になっております。ただいま、土村議員御提案の実施場所を１カ所に集約して毎土曜日に開

所することについては、登所、降所の問題も発生してくることから慎重に検討してまいりたい

と考えております。本町としては、各家庭の協力をいただきながら子供たちの土曜日の過ごし

方について指導していきたいと考えておりますので、よろしく御理解をお願いを申し上げたい

と思います。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） ただいまの答弁に対し、再質問の発言を許します。土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） では、まず最初に児童館の整備の問題であります。 

  今、児童館の整備については、子育て支援計画の中では各中学校区に１つということで、既

に西中学区にはできているので、あと残りは利府中学区としら中学区であります。町長の答弁
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では、利府中学校については十符の里プラザを文化複合施設ができた後に再利用するというこ

とが述べられました。 

  そこでちょっと伺いますけれども、そういう点では見通しがかなり利府中学区については立

っているというふうに思いますけれども、文化複合施設基本計画構想の中にも十符の里プラザ

の１階から３階まで全て児童館に用途移転をするということが文書の中で述べられているわけ

ですけれども、その中でちょっと気になるのは、移行するに当たって一定のこの改修というん

ですか、遊ぶ部屋をつくったり、あるいは図書ルームをつくったり、そういう整備をしなけれ

ばいけないということになっているんですけれども、その辺の整備については割と短期間にで

きるというふうに考えてよろしいんですか。 

○議長（櫻井正人君） 当局、答弁願います。子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） ７番 土村議員の再質問にお答えいたします。 

  公民館の修繕についてということでの御質問だと思いますけれども、現在のところ文化複合

施設の予定が平成32年度というふうになっておりますので、その終了後に移転がありまして、

その後の修繕というふうに考えておりますが、やはり十符の里プラザも建設してから、はやか

なりの年数、30年まではいかないですけれどもかなりの年数経過しているということもありま

すので、かなりの大規模修繕は必要になってくるのかなというふうには思います。しかしなが

ら、児童センターとしての役割という部分では、外観的な部分はそのまま使えるのではないか

というふうに思っておりまして、中の機械設備、電気機械そういうところを直していけば、外

側の部分、コンクリートというところで子供たちに反対にいろんなデザインをさせたり、いろ

んなアイデアがどんどんこう浮かんでくる児童センターになるんじゃないかなというふうには

思っております。今のところ工事費については試算はしておりませんので、これから計画が本

格的に決まった段階でそちらのほうの準備をしたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） あの建物は、鉄筋コンクリートですので耐用年数とすれば50年ぐらいあ

るのかな。まだ整備してから、何年たつんですか、30年ぐらいたつんですか、25年、まだまだ

そういう点では耐用期間があるということで、それほど大規模な修繕をしなくてもそのまま使

えるのかなというふうに思います。それで、今の課長の答弁だと32年に文化複合施設がオープ

ンして、その後にこちらに手をつけるということで、見通しとしてはそうすると１年後という
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か、平成33年か34年の半ばごろまでには中央児童館といいますか、利府中学区の児童館がオー

プンできるというふうな見通しを思ってよろしいんでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  計画どおりに進めば、そういう形になるのではないかというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） それでは、平成33年、34年に計画どおり利府中学区の児童館が整備され

るということを非常に期待しておきたいなというふうに思います。 

  それからあと、残されたもう一つの児童館、しら中学区の児童館については、町長の答弁で

は平成31年までには計画がないというふうにお答えありました。答弁の中でも、しら中学区に

ついては今後場所も含めて検討していくということです。そのしら中学区の児童館については、

要するに壁になっているのは、しら中学区に児童館を整備するというのはこれ決まっているわ

けですよね。ですから、問題になるのは、財源ももちろん大事な問題ですけれども、あと場所

の問題ですよね。そういった点で、しら中学区というと花園、皆の丘、それから青葉台、しら

かし台、そして青山と５つの団地の子供たちが割と通いやすいという場所に整備する必要があ

るというふうに思うんですけれども、そういう点で言うと、全く今検討されていないのかどう

か、検討されていないような、さっき町長の答弁だったと思うんですけれども、その５つの団

地の子供たちが通えるような、通いやすいようなところに整備する必要があると思うんですけ

れども、その辺の見通しについて何らかの考えは持っていないんですか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  確かに、子ども・子育て計画の中では、中学校区に１館の児童館を設備するというふうにう

たっておりますけれども、先ほど町長のほうからも答弁いたしましたように、今計画の中には

平成31年度までの子ども計画の中には、あくまでもその中央児童センターの部分が位置づけら

れているということで、しらかし台については次の計画、平成32年度からまた子ども計画の後

期が始まりますので、そちらのほうを策定する段階で場所等も含めながら今後の計画をこちら

のほうでも検討していきたいというふうに思っております。現在のところは、全て場所等につ

いても白紙の状態でございます。 
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○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 児童館について言えば、このエンゼルプラン、前はエンゼルプランと言

っていたんですけれども、エンゼルプランとか今度の子ども・子育て支援計画の中でもすごく

高い位置づけされているわけです。児童館については児童が自由に遊んで多くの仲間と触れ合

って、そして自己を伸ばして、そして大事なのは安全に子供たちが過ごせるという場所なんで

す。そういう場所を早くつくりたいというような、この目的事業概要に書いてあるわけですけ

れども、そういった点で言うと、やはり31年で１回終わって、今度は32年からの計画というこ

とになるわけですけれども、これは早急にしら中学区の児童館については、児童館というのは

子供たちが集う場ですから、子供というのは本当にあっという間に大きくなっちゃうわけです。

そういう点で言うと、早くこの整備をする必要があるというふうに思うんですけれども、32年

からの計画ということであるわけですけれども、この子供計画の見直しというのは途中でやり

ましたね、１回ね、29年かな。そのときに、利府中学区の児童館は見通しがついたわけですか

ら、次にやっぱり急ぐのはしら中学区の児童館なんで、その見直しの時期のときにこのしら中

学区の児童館について、もう少し見通しを立てたような改定案ていうんですか、見直し案を検

討するということについて、これは町長の見解を伺います。 

○議長（櫻井正人君） 町長。 

○町長（鈴木勝雄君） お答えを申し上げます。 

  まず、利府中学校区の児童館については、平成31年度目標でございますが、とりあえずは２

統合の１統一ですから、まずは利府中の児童館を優先的に早く形成して、そして同時に時期の

計画にしらかし台地区の場所も含めて検討していきたいということでございますから、御理解

をお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） わかりました。ただ、最後にちょっとだけ。要するに、しら中学区の児

童館の一番のネックになるのは、財源はもちろんそうなんだけれども場所ですよね。やっぱり

駐車場も兼ね備えた場所が必要だというふうに思います。それと５つの団地の中心部となると、

例えば、すぎのこ保育園の前のあそこは町有地だと思うんですけれども、ああいうところとか、

あるいは青葉台の団地の中にグリーンマートってあったんですけれども、あそこもかなり敷地

としては広いんですけれども駐車場もかなりとめられるということで、ああいう場所を検討す

るとか、あるいは昔勤労青少年ホームっていうんでしたっけかもありましたよね、あそこも体
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育館と並んでいるから駐車場もたくさんあるということで、場所的にもその５つの団地の割と

中心部にあるということで、あの５つの団地で駐車場がとれて広い敷地が建てられるというの

はそれほどないというふうに思うんですけれども、そういう今言ったような場所をぜひ検討し

ていただきたいなというふうに思うんですけれども、どうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  これまでもお話しさせていただいておりますけれども、現在のところまだしらかし台の児童

館については、しら中学区の児童館については検討がまだ進められておりませんので、場所等

についても今議員さんのほうからお話しもいただきましたけれども、その辺についても今後い

ろいろ場所等も検討しながら進めていきたいなというふうに思っておりますので、御理解いた

だければと思います。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） （２）の児童クラブの問題です。 

  ①です。専用施設をぜひつくったらどうかと、二小、三小のような非常に立派な学童児童ク

ラブの施設の整備が必要だというふうに思うんですけれども、答弁の中では待機児童が発生し

ていないので児童クラブの専用施設の整備はないというふうに書かれております。ということ

は、新しくもし児童クラブの専用の施設をつくるという場合は、これは待機児童がふえた場合

には検討するというふうに受け取ってよろしいんですか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  二小、三小の児童クラブの新設につきましては、５年前をさかのぼっていただきますと、こ

ういうふうな計画は町では持っておりませんでした。しかしながら、新しい子ども・子育て支

援計画の中で入所する子供たちの年齢が６年生まで引き上げられたということで、５年前には

こういう計画はまるきりありませんでしたので、我々が想定した内容とは大分受け皿が変わっ

てきているということで、そのときに二小、三小については施設がかなり老朽化をしていると

いう、それからやはり人数がふえて、先ほど言ったように６年生までも受け入れをするので、

一挙に２倍にみんなふえているわけなんですよね。そういう中で、どうしても受け入れができ

なかった二小、三小を新築するというふうな運びになっておりますので、必ずしも待機が出た

からとかということではないんですけれども、老朽化プラス受け皿がないといろいろな周りの
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施設を検討させていただいたんですけれども、建てかえをするしか受け皿がないということで

進んだ内容でございますので、しら小、青小についてはまたそれと違うのかなというふうに思

っております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 児童クラブの専用施設を整備したらどうかという質問をしているわけで

すけれども、私はもちろんその以前の三小の学童保育、児童クラブはかなりどこかで使ったプ

レハブを持ってきたんですよね、たしかね。だからかなり老朽化していたなというふうに思い

ます。そういう点では、老朽化したから建てるとか、あるいは支援計画で６年生まで子供たち

を見ることになったので、その受け皿として新しい児童クラブを建てるという。これはこれで

否定するものではなくて、これは大事なことだと思うんですけれども、私が児童クラブの専用

施設をつくる必要があるのではないかという本当の理由というとおかしいんですけれども、や

っぱり学童施設というか学童保育のこの空間というのは、子供たちがただそこで時間を過ごす

だけじゃなくて、場合によっては長期休暇、夏休みとか冬休みのときは朝８時から夜６時とか

まで、かなりの長い時間一日ずっと過ごすわけですね。それから平日でも、２時ぐらいから６

時、７時近くまで過ごすということで、言ってみれば子供たちのその生活の場であって、ある

いは長期休暇の場合は家にいるより長い時間学童にいるということで、家で過ごしているかわ

りに過ごす第２の住まいというか、そういう位置づけなんです。だから生活の場であり、家庭

にかわるその場所なんだということです。そこでつまり勉強したり、遊んだり、あるいは御飯

食べたり、おやつ食べたりということで、本当に子供たちが一日過ごす場なんです。そういう

生活の場として、その学童施設を専用施設にすべきだというふうな意味合いをもって、二小、

三小みたくしたらどうですかと言ったわけですけれども、そういう生活の場としての改善とい

うことも、今度建て直すというか新しくつくるときに検討の中に、その建てかえる理由の中に、

大きな理由だと思うんですけれども入れる必要があるというふうに思うんですけれども、その

辺どうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  児童クラブの設置につきましては、今議員さんおっしゃるように専用施設のみ該当している

わけではございません。やはり、学校の空き教室、それから地域の集会所、公共施設、いろん

なところで児童クラブをやっているようです。全国的にもそのような形でやっております。特
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に、しらかし台、青山小学校につきましては、体育館のミーティングルームを使っているとい

うことにはなっておりますけれども、施設的にかなり広いスペースがあります。それから、体

育館があるということで、雨の日に外に行かなくてもそういうふうな学校の協力、教育委員会

の協力もいただきまして、体育館のホールも使わせていただいているということで、もちろん

施設的に少し古いかなというふうに思うところもあるかもしれませんけれども、活動の場とし

てはいろんな多彩なメニューができる児童クラブにもなっておりますので、やはり利府町はい

ろいろその施設によって、こういうふうに山に面した青山は自然を大事にしながら児童クラブ

ができるとか、その地域地域に合った児童クラブができるということで、それもすごく私はい

いんではないかなというふうに思っております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） つまり、子供たちの生活の場なんだよと、落ち着いて一日を過ごせる場

として専用施設が必要だよと私は言っているわけですけれども、そういうことはなぜ言うかと

いうと、つまり私も青山小学校の学童の世話役とかもやったことがあるからわかっているんだ

けれども、青山小学校のミーティングルームですよね、あそこだと学童の子供たちだけじゃな

くて、例えば町内会の総会もやりますし、あと青小のＰＴＡのいろんな役員会もあそこでやる

んですよ。それからあと、消防署が来て、何ていうの救命救急訓練っていうの、ああいうのも

あそこでやったりということで、つまりいろんな方があそこに出入りするわけですよね。そう

いう点で、あと昔は菅谷台の集会所も学童に使っていたときもあるんだけれども、やっぱりそ

ういういろんな大人が入って、別に子供たちのものを何か触ったりするわけではないんだけれ

ども、やっぱりちょっと落ち着かないというふうに思うんです。専用の施設でないと。だから

そういう意味で、ぜひ二小、三小以外にも専用施設を整備したらどうかということを提案して

いるわけですけれども、そうすると今のところ二小、三小以外は専用施設を整備するというこ

とは全く考えていないというふうに考えてよろしいんですか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  専用スペースにつきましては、葉山児童クラブももうほとんど専用スペースになっておりま

すし、それから菅谷台についても児童館の中にも専用スペースがありますので、今多分土村議

員さんが心配なされているのは、私はしらかし台小の児童クラブと青山かなというふうには思

っておりました。利府小学校についても、郷土資料館の跡地を利用して単体で今使っておりま
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すので、専用には使っているというふうな部分で、ほかの方々と共有に使っているのは多分し

らかし台と青山小学校のみというふうには考えておりますので、今のところ児童クラブ、これ

から児童センターができることによって、先ほどの児童館的な児童センターができることによ

って、利府小児童クラブはその中に吸収する予定では今のところおりますけれども、今後やは

り今の基準からいくと専用スペースがないのはその２つかなというふうに思っております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） ②にいきます。時間がなくなっちゃう。 

  ②は、１年生から６年生まで長時間同じ施設で過ごすということになるわけで、町として特

別な対応どうなのという質問だったんですけれども、施設内に仕切りを設けると、それから活

動スペースと学習スペースに分けて行っていくというお話しでしたけれども、この間長い間ず

っと１年生から３年生までの児童保育だったわけですけれども、去年当たりから４年生、そし

て来年は６年生ということで、今までちょっと想像できないようなこの学童の形態になるわけ

ですけれども、そういう点でやっぱり４年生から６年生まで入ることによって、１年生と３年

生というのは余り体格的にも変わらないし、勉強の内容もそんなに変わらないと思うんだけれ

ども、１年生から６年生となると勉強の内容も、それから遊びの内容も、あるいはもちろん体

格も随分違うわけで、その子供たちをとにかく朝長期休暇だと８時から夜の６時まで一緒にず

っと同じスペースで過ごすということで、いろんな問題が多分、１年間４年生を入れてやって

きたと思うんだけれども何らかの問題が起きる可能性というか、やっぱり精神的な問題もいろ

いろ出るというふうに思うんですけれども、１年間４年生を受け入れてみる、それからみてこ

としの４月からは５年生も受け入れてみたけれども、この１年半の間にこの学童の状況の中で

変化というか何か特異な事象というか、そういうのはなかったんですか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  現在、４月から５年生まで入っておりますので、大分多岐にわたって学年が入っております。

議員さんが御心配されております、高学年と低学年どういうふうな形で受け皿をつくっている

のかということなんですが、ぜひ昔の児童クラブとは本当に今は違っております。必ず、２つ

の仕切りをつくらないといけないということで、ほとんどの児童クラブが70人から80人という

ことなんですが、そういうふうな単位は今認められません。40人で１クラスというふうになっ

ておりますので、幾ら広いスペースであっても２つに必ず区切ることにされておりますので、
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今利府町では１階、２階というふうに分かれているところもあれば、例えば先ほどのミーティ

ングルームであれば本棚とかそういうもので仕切りを入れて、２つに部屋を分けるような形に

しております。空間はありますけれども、上のほうの空間はもちろんありますけれども仕切り

はしております。そこで高学年と低学年に分けて活動をすることもありますし、あとは静かに

本読みをしたい人、勉強をしたい人、そういうふうなスペース、あと反対にはちょっと活動し

たいなというふうな区分けをしておりますので、今のところ１年半ぐらいに今なりますけれど

も、新しいその学年を迎えて異学年のトラブルは起きておりません。どうしても横のトラブル

ということで、同学年のトラブルはどうしてもあるんですけれども、異学年という点ではやは

り上の子たちが下の子を見るというふうな、いい流れに私は今なって児童クラブは運営されて

いるというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） そうすると、この１年半、高学年の子供たちを入れても大きな問題はな

いという。逆にお兄ちゃん、お姉ちゃんが小さい子供たちを面倒を見るというような、いい方

向での変化があったというお話しでした。わかりました。それで、子供たちの中でそういうい

い状況が進んでいるということで、その大きな貢献をしているのはやっぱり職員の皆さん、先

生たちだというふうに思うんですけれども、以前、昔は特別にその資格を持った学童の指導員

ではなくてもよかったんだけれども、今は40人にたしか２人だというふうに思うんですけれど

も、そういう点で資格とかについては、例えば今までは１年生から３年生だから保育士の資格

があれば面倒見るってあれだけれども、ちゃんとまとめていけたのかなと思うんだけれども、

やっぱり６年生までとなるとやっぱりかなり保育士さんのレベルの知識というとおかしいけれ

ども、技術ではちょっと難しい部分出てくるのではないかなというふうに思うんですけれども、

そういった職員の問題についてはこの高学年を入れたことによって、対応することによって何

らかの対策というのは考えているんですか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） 指導員のお話しだと思いますけれども、新しい制度が始ま

ってから放課後児童支援員というふうな名称に変わっております。そしてある程度、資格はな

いんですけれども研修を受けるというふうになっておりまして、一斉に全員が受けるわけには

いかないので、年度ごとに何人、何人ということで今受けておりますので、いろいろ保育士に
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かわる、そこまではいきませんけれども、保育の内容、それから子供たちへのいろんな遊びの

提供とか、そういうふうな研修にも今出させて、今暫定期間がありますので５年後には必ず児

童クラブに従事する職員がこの支援員の資格を取らなくてはいけないというふうになっており

ますので、いろんな知識もどんどんそれぞれ指導員の中に入ってきておりますので、低学年、

高学年分けながらいろんな指導もできるようになってきているというふうに思っております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） ③番にいきます。 

  児童クラブの定員の問題ですよね。答弁では、基準に基づいて運営しているので詰め込み状

態にはなっていないといったような答弁がございました。ただ、学童保育、児童保育って言う

んですか、放課後児童保育の要望というか需要はすごくふえているわけです。これは町で出し

ている子ども・子育て支援計画の84ページに書いてあるんだけれども、平成27年度の量の見込

み、子供たちの量というのかな、子供たちの申し込み数としては、予想ですけれども449人にな

っているんです。去年です、平成27年度。実際には340人ぐらいだったんだけれども、これがこ

の計画の５年後では666人ということで、児童クラブに入りたいと思われる子供たち、６年生も

入るからだと思うんだけれども666人というふうに町も考えているわけです。そうすると、平成

27年度から比べると、まさにその1.5倍の子供たちがこの学童に押し寄せてくるというわけでは

ないけれども入所してくるということになるわけですけれども、そうなると今現在はその詰め

込み状態ではない、あるいは待機児童もいないということなんだけれども、今後５年間を見る

とこの1.5倍にふえる可能性のあるその学童の子供たちの受け入れをどうやって町としては受

け入れていくのかということで、この答えは方策として、空き教室を利用するとか、あるいは

児童館を利用するというふうに、それで何とかこう1.5倍にふえる子供たちを受け入れるという

ふうになっているんだけれども、現実には児童館でも平成33年以降ですから、早くてもできる

のも、そうなると児童館の受け入れ、あるいは空き教室の受け入れはもともとできないんです、

子供たちがふえるわけですから空き教室はそもそもないわけで、空き教室での対応はその定員

を超えた学童ではできないわけで、だからそういう意味ではなかなか厳しい状況があるという

ふうに思うんですけれども、今現在は詰め込みではないけれども、今現在詰め込みではないと

言ってもかなり定員80人のところに60人とかかなり目いっぱい入っているなとちょっと見るん

だけれども、今後の見通し、この需要の見通しを見るとかなり厳しいというふうに思うんだけ

れども、この受け入れについてはどういうふうに対策を練っていくと考えているんですか。 
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○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  子ども・子育て計画を策定するときに、保護者のアンケートをとっております。そのときに、

やはり保護者の皆さんは６年生まで対象を広げていただけるのであれば入れたいというふうな

意見が多分多かったのかなというふうに思います。これが量の見込みということで、これから

４年後には666人までというふうに広がっているわけですけれども、今現実的に２年目に子ども

・子育て入っておりますけれども、今受け皿が555人、今28年度最大で515人の子供たちが入っ

ております。実際にアンケートをとったときの事業量に比べますと減っているというふうな状

況ですので、先ほど言ったように31年度666人の子供が必ず押し寄せるかどうかはちょっとわか

らないという。それで、この計画は29年度に見直しをするというふうに決められておりますの

で、実際の実績が２年間出ますので29年度にまたこの辺の修正をさせていただきたいというふ

うに思っております。それから、町長の答弁にもありましたけれども、利府町の子供の今推移

はそんなに増加する傾向ではございませんので、児童クラブについても我々が今捉えている中

では待機は出ないものというふうには思っておりますが、ただ、社会情勢で今女性が大分就労

が増加しているということで、我々が想定したもの以上に率が上がる場合もありますので、そ

のときには随時対処していきたいというふうに思っております。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 随時対処というお話しでしたけれども、その子ども・子育て計画を保護

者にアンケートをして出た数字が児童クラブの入所予想ということだったんだけれども、実際

よりは相当この予想は上回っているような、ちょっとお話しかなと思ったんだけれども、でも

実際には平成28年度予想としては540人児童クラブに入るだろうという予想に対して、課長の答

弁では515人ということで、大体予想にマッチしているわけですよね。そこをちょっと定員をふ

やしたりいろいろやって何とかこなしてきているわけだけれども、これが平成31年度に666人、

今の1.5倍にふえたときには何らかの対処をしますということだったんですけれども、相当厳し

いというふうに思うんです。だからそのときにこそ、先ほど待機児童が出たら新しい施設もつ

くらなくちゃいけないなというような答弁もあったんだけれども、そうすると何とかすると言

っても児童館や空き教室は使えないわけですよ。そうなると、今のところに詰め込むかあるい

は何か今分室みたいなのを何カ所かつくっているようだけれども、そういう分室をつくってい

くということもあり得るのかなというふうに思うんだけれども、もうちょっとそこら辺、対応
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についてどのように。29年度に見直すと言ったって来年ですからね、見直すのはね。もう今か

らちょっと考えなくちゃ、深刻に考えなくちゃいけないし、全国的には利府町だけじゃなくて

もう学童保育の子供たちの待機児童っていっぱい今生まれてきているわけですね。だからそう

いう点で、利府町でもこれから待機児童が出てくるという、保育所だけじゃなくて学童でも待

機児童が出てくるという可能性は十分にあり得るわけですね。そういう点で来年の見直しの中

でどういうふうに、もうちょっと具体的に考えていることがあれば、やっぱり新しい児童クラ

ブをつくるというのも１つの手だというふうに思うんですけれども、その辺どうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  児童クラブについて、現在詰め込みはしておりませんので、その辺は御理解いただきたいと

思います。それから、保育所と同じように待機児童をできる限り出さないようにというふうな

基本方針はございます。そしてまた、ことしの４月、どうしても利府小学校区それから菅谷台

小学校区に待機が出るというふうなことが入所申し込みでわかりましたので、必ず新しい建物

を建てるということではなくて、やはり学校の協力をいただいたり、それから生涯学習センタ

ーの一室を借りるということで今回サテライト分室という形でつくらせていただいたんですけ

れども、そういう形でまだまだ利府でも協力いただけるそういう施設があれば、もちろんそう

いうふうな形で整備はしていきたいと思うんですが、現在のところ推計的には特別ここだけが

すごくふえるとか、そういうふうなデータは出ていないので整備の予定を今のところは立てて

おりません。 

 以上でございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 児童クラブ、詰め込み状態には決してなっていないということなので、

そこはじゃあ私も後でちょっと児童クラブをいろいろ訪問しながら確認していきたいなという

ふうに思います。 

  最後というか④の児童クラブの土曜日の開所についてということで、答弁の中では過去５年

間で１施設一日平均1.6人ということですから、児童クラブ６カ所あるわけですから６掛けると

大体17、18人の子供たちが月１回の土曜日の開所でも利用しているということなわけですね。

ですから、私はこれ昔から言っているんですけれども、やっぱり土曜日の、保育所は土曜日も

やっているわけですよ、保育所にいた子供たちが小学校に上がったら学童保育がないというこ
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とで、１年生が家で留守番をしなくちゃいけないということで、やっぱりこれは保育所と同じ

ように学童も児童クラブも土曜日毎週やりなさいということをずっと言ってきたわけです。そ

ういう点で言うと、私は月に１回しかやっていないから利用者が少ないというふうに思うんで

すけれども、これを毎週やれば利用者もっとふえるのではないかなというふうに思うんですけ

れども、その辺についてどう考えますか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  毎土曜日の開所につきましては、これまでも議員さん方から御質問をいただいておりました。

そしてまた、その都度保護者の皆さんに情報を聞いたり、保護者との面談をしたり、そういう

こともあったわけですけれども、実際に町のほうに例えばその児童クラブ保護者会からの要望

があったり、そういうふうなものが実際に今のところはないということです。それから、毎土

曜日開けたら利用者がふえるんじゃないかということなんですが、それについても段階的に切

り上げたいということで23年から土曜日開けているんですけれども、できれば利用者が多けれ

ば毎土曜日開けますよということで条件をつけて試行をやったんですけれども、実際に５年た

ってみてほとんど利府の場合は利用者がいなかったということなので、先ほども町長のほうか

らも答弁させていただいていますが、コスト面、それからそこに先生をつけなくてはいけない

んですけれども、運営面という意味では児童クラブというのはあくまでも預かり保育ではあり

ませんので、そこで子供たちの何でしょういろんな関係があったり、そこで学んだり、友達同

士の交流というのがすごく大事なんですけれども、やっぱりそこが一人だったり、二人だった

りということになってくると、なかなか児童クラブとしての意味にもちょっと遠くなってきて

いる部分もあるので、できれば利府町としては家庭で週に１回何とか過ごせるような家庭での

指導というのもやっていただければなということで、保護者の皆さんには今お願いをしている

ところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 児童クラブの毎週土曜日の開所というは、この二市三町の中で松島も七

ヶ浜も多賀城も塩釜も全部やっているんです。毎週土曜日、児童クラブやっているんです。そ

れで、どういう形でやっているかはちょっと把握していないけれども、松島のホームページを

見ると土曜日は松島３カ所児童クラブがあるんだけれども、やっぱり一つずつやると子供たち

も集まらないし、やっぱり費用が結構かかるという、採算がとれないということだと思うんだ
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けれども、１カ所に集約して児童クラブ土曜日毎週やっているんです。だからそういう点で言

うと、利府も全部でやると、先生が２人いるのに子供が1.5人っていうことになると、採算だけ

を考えちゃだめだけれども不効率ですよね。効率が悪いということで、だから前から言ってい

るんだけれども中央のどこか児童保育所で１カ所でやるという、そういうやってほしいという

要望も私が学童の役員をやっていたときはかなり多くのお母さんからも言われたんです。要す

るに、毎週土曜日見てほしいというのは６年生はまあいいとして、やっぱり１年生とか２年生

とかそういう子供たちを見てほしいということなんで、そういう子供たちのお母さんというの

は保育所に送迎していますので、送迎にはなれているので、そういう意味では答弁ではその登

所、降所の問題があるためできないというような答弁あったんだけれども、送迎はやるから土

曜日見てほしいという要望がかなり、私が役員をやっていたときはあったんですよ。だからそ

ういう意味で、実際23年にやったけれども利用がなかったということなんだけれども、もう１

回、やっぱり二市三町全てがやっているわけですから、そういう点でも利府も月１回と言わず

にやってほしいなというふうに思いますし、ただ利用者がいないのにやれやれとは私も言わな

いので、１回やっぱり保護者の人に毎週土曜日学童を開くことも検討するのでというような形

でぜひ調査というかアンケートというか、そういう声を保護者の人にとってみる必要があるの

ではないかなというふうに思いますけれども、どうでしょうか。 

○議長（櫻井正人君） 子ども支援課長。 

○子ども支援課長（櫻井やえ子君） お答えいたします。 

  次年度の入所のアンケートもとる予定ではございましたので、その欄に土曜日の開所につい

ての項目を設けて保護者の皆さんの意向はお聞きしたいというふうに思っております。ひとつ

だけ、ただ追加でちょっとお話ししたいのは、今児童クラブ、民間事業者のほうにお願いをし

ておりますけれども、やはり民間ならではで土曜日日曜日、例えば子供たちを対象にしたキャ

ンプ、それからスキー、いろんなその海水浴、いろんな事業を児童クラブを離れて、いろんな

事業を実施しております。そういうものにも参加している子供たちも現在はおりますので、い

ろんなところで必ずしもその児童クラブの中にいるだけではなくて、プラスアルファの事業も

やっているということも、こういう機会ですのでお話しさせていただきました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 最後です。生活支援サービスの問題です。 
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  １番、生活支援サービス来年４月から、半年後から実施されるわけで、今いろいろ準備委員

会をつくっていろいろ検討されているということなんだけれども、問題は来年からやるのは今

やっているその要支援１と２の方のいろんなサービス、通所サービス、訪問サービスを今の事

業者だけじゃなくて、多様なサービスということでいろんな人にやっていただくという。例え

ば、ＮＰＯとか民間企業、あるいはボランティアとか社会福祉法人の方たちに担っていただく

ということなんです。その受け皿を今恐らく町としては、事業者を交えてお話し合いをしてい

るということなんですけれども、来年の４月から実際に今の事業者以外にそういう多様なサー

ビスを実施できる受け皿というのは、できる見通しはあるんですか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 土村議員の再質問にお答えいたします。 

  29年の４月に総合事業に移行することは既に決定していることでございまして、それに向け

て新たなサービスの構築が必要だということで準備委員会を立ち上げ、その中で各事業所さん

の代表の方にお集まりをいただきましてさまざまな意見交換をしているところでございます。

町としても、国で掲げております新たな事業ということで、緩和したサービスであったり、Ｎ

ＰＯであったり、ボランティアであったり、そういった多様な主体が実施するサービスを構築

する必要があるということで意見交換であったり、事業としてのその構築の可能性ということ

で検討しているところでございますので、そういったものを踏まえて、できれば新たな事業と

いうものを構築を目指して進めていきたいなということで考えているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 新たな構築に向けていろいろ今検討しているということなんだけれども、

来年の４月ですよもう、あと半年後ですから、そのときに今やっている事業者以外でこういう

ボランティアとかいろんな方々が、そのＮＰＯとかがやるということが利府町で可能、今実際

にできるという、手を挙げている人がいるわけですか。 

○議長（櫻井正人君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（菅井百合子君） 今現在、事業者がいるかということでございますが、そうい

ったものを含めて、その可能性も含めて事業者間、あるいはさまざまな関係者にお集まりをい

ただいて検討をさせていただいているところでございます。 

○議長（櫻井正人君） 土村秀俊君。 

○７番（土村秀俊君） 終わります。これ以上聞いても多分むだだ。ありがとうございました。 
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○議長（櫻井正人君） 以上で、７番 土村秀俊君の一般質問を終わります。 

  お諮りします。議事の都合により、あす９月８日は休会としたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（櫻井正人君） 異議なしと認めます。したがって、９月８日は休会とすることに決定し

ました。 

  なお、再開は明後日の９月９日に定刻より会議を開きますので、御参集願います。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  どうも御苦労さまでした。 

     午後２時５１分  散 会 
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